
アクションプランの主な改定内容について（案）

１ 昨年９月にとりまとめたアク
ションプランにおいて、今後検
討すべきものとされた分野に
おけるコスト縮減の取組

（１） 加工食品の製造・流通、外食
段階における食料供給コスト

・ 「２１世紀新農政２００６」においては、国内農業の体質強化の観点から食料供給コスト縮減に
取り組むこととされていることから、国産農産物を原料とする食品産業の供給コストを中心に検証。

・ 国産農産物の重要な供給先である食品産業は、食の安全等の消費者ニーズ、輸入食品との競
合や食品環境対策上の課題に対応しつつ、厳しい競争にさらされながら、コスト縮減に向けた取
組を継続的に行っているところ。

・ このような中、原材料供給の不安定性や中小零細な産業構造等という食品産業の特質に着目し
つつ、
①食と農の連携強化や企業の農業参入等による国産原料調達等の効率化
②再編合理化やＩＴ化等による経営基盤の強化
③食品環境対策に対応した効率的な取組の推進
を通じて食品産業のコスト縮減に向けた生産性の向上等を図る。

（２） 水産物の供給コスト
・ 水産物は、産地と消費地の２段階での市場取引や水揚港毎に産地市場が存在するといった特
徴があり、これに起因する産地市場の零細性、買受人の新規参入が必要以上に制限されている
こと等コスト縮減のために早急に検討を要する課題が多い。

・ このため、国としては、
① 産地市場の統廃合や産地市場と消費地市場との垂直統合、買受人の新規参入による市
場運営の改善等の産地における取組に対する支援を通じて流通コスト縮減を推進。
② 併せて、漁業生産資材の生産・流通・利用の合理化、技術開発等により漁業生産コストの
低減を推進。

・ なお、消費地市場に係るコスト縮減に係る取組については、既に食料供給コスト縮減アクションプ
ランにおいて整理済み。

改 正 ア ク シ ョ ン プ ラ ン に盛 り 込む内容項 目
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改正ア ク シ ョ ン プ ラ ン に盛 り 込む内容項 目

２ アクションプランに盛り込ま
れている取組の一層の推進

（２） 卸売市場改革や物流合理
化等

（３） 品質や形状等に関する消
費者ニーズ等への効率的な
対応

（４） 農協の経済事業改革の推
進

３ 目標（食料供給コストを５年
で２割縮減）の検証方法

検証方法としては、
① アクションプランに盛りこまれた取組について、生産性向上等の政策的効果を、把握・分析（政
策効果の検証）《例えば、「低価格資材の供給や効率利用等」、「経営規模拡大、技術開発等」、「卸
売市場改革や物流効率化等」によるコスト縮減効果》
② 食料供給産業全体のコスト縮減について、産業連関表（マクロ統計）を活用して、試算・検証（マ
クロ検証）
③ 農業経営統計調査等（ミクロ統計）を活用して、主要品目別（コメ、野菜等）に検証（ミクロ検証）
が考えられるが、いずれの方法も単独での検証方法としては限界があることから、①～③を併せて
行うことにより、総合的、複線的に検証を行うことが適当。

（１） 低価格資材の供給や効率
利用等

○規制や補助制度の見直し
・ 農業機械、施設への補助制度の見直し
・ 科学的知見等を踏まえ、化学肥料について可能な限り登録の有効期間を延長

○担い手の経営におけるコスト縮減に重点をおいた流通改革の推進
・ 大型包装農薬や輸入高度化成肥料の流通・販売の推進（輸入高度化成肥料の港湾からの大
型トラックによる直接配送 等）

○新たに工程表を策定し、取組を着実に推進。

○強い農業づくり交付金（卸売市場施設整備対策）の配分にあたって、物流の効率化に資する取組
（通い容器の普及、電子タグやＥＤＩの導入などＩＴ技術の活用 等）の状況を反映。

○食品リサイクル・ループの構築による効率的なリサイクル等の取組を推進。

○農協等の活動に関し不公正な取引が行われないよう、公正取引委員会が策定・公表する「農業協
同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」等を踏まえ、関係機関が連携して農協等への指導
等を実施する。

２
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資料８－２－１
食料供給コスト縮減アクションプランの改定案

変 更 案 現 行

食料供給コスト縮減アクションプラン 食料供給コスト縮減アクションプラン
（平成19年4月改定）

１ はじめに １ はじめに
食料・農業を取り巻く世界の状況を見ると、水資源の不足、砂漠化、地球温暖 食料・農業を取り巻く世界の状況を見ると、水資源の不足、砂漠化、地球温暖

化等の環境問題や、開発途上国を中心とした食料不足の問題等に加えて、最近に 化等の環境問題や、開発途上国を中心とした食料不足の問題等に加えて、最近に
おいては、原油価格の世界的高騰を背景に、石油代替エネルギー源としての農産 おいては、原油価格の世界的高騰を背景に、石油代替エネルギー源としての農産
物需要が高まる等世界の中長期的な食料需給には多くの不安定要因が存在する。 物需要が高まる等世界の中長期的な食料需給には多くの不安定要因が存在する。
このような中 我が国は 飽食ともいうべき豊かな食生活を享受している反面 このような中、我が国は、飽食ともいうべき豊かな食生活を享受している反面、、 、 、
供給熱量ベースで食料の６割を海外に依存し、しかも、特定国への輸入依存度が 供給熱量ベースで食料の６割を海外に依存し、しかも、特定国への輸入依存度が

、 、 、 、高く 輸入先国の作柄や作付け等の変動による影響を受けやすい状況にあるなど 高く 輸入先国の作柄や作付け等の変動による影響を受けやすい状況にあるなど
我が国の食料供給構造には脆弱性が内在している。 我が国の食料供給構造には脆弱性が内在している。
一方で、食と農の距離が拡大し、消費者からは農業生産や食品流通の実態が見 一方で、食と農の距離が拡大し、消費者からは農業生産や食品流通の実態が見

えにくくなっているとの声があり、食品ロス等が問題となっている。 えにくくなっているとの声があり、食品ロス等が問題となっている。
消費者ニーズに対応した質の高い食料を将来にわたって安定的に供給していく 消費者ニーズに対応した質の高い食料を将来にわたって安定的に供給していく

ためには、生産から流通・消費に至る国内の食料供給をめぐる諸問題を解決し、 ためには、生産から流通・消費に至る国内の食料供給をめぐる諸問題を解決し、
国内農業の体質強化を図っていくことが重要である。 国内農業の体質強化を図っていくことが重要である。
国内農業の体質を強化するためには、担い手の育成・確保等による農業構造改 国内農業の体質を強化するためには、担い手の育成・確保等による農業構造改

革の加速化に併せて、食料供給コストの縮減により、内外の競争激化に耐えうる 革の加速化に併せて、食料供給コストの縮減により、内外の競争激化に耐えうる
よう価格競争力の強化を図ったり、コスト縮減によって生じた利潤を付加価値向 よう価格競争力の強化を図ったり、コスト縮減によって生じた利潤を付加価値向
上のための投資に振り向ける等新たな経営展開を図っていくことが重要である。 上のための投資に振り向ける等新たな経営展開を図っていくことが重要である。
こうした中 「21世紀新農政2006 （平成18年４月食料・農業・農村政策推進本 こうした中 「21世紀新農政2006 （平成18年４月食料・農業・農村政策推進本、 」 、 」

部決定）において方向付けられた今後の農政の展開の中では、国内農業の体質強 部決定）において方向付けられた今後の農政の展開の中では、国内農業の体質強
化に向けた取組として 「担い手の育成・確保と新規参入の促進」と「食料供給コ 化に向けた取組として 「担い手の育成・確保と新規参入の促進」と「食料供給コ、 、
スト縮減に向けた強力な取組」が位置付けられ、これらをスピード感を持って推 スト縮減に向けた強力な取組」が位置付けられ、これらをスピード感を持って推
進していかなければならないとされた。 進していかなければならないとされた。
このうち、食料供給コストの縮減については、生産から流通の両面におけるコ このうち、食料供給コストの縮減については、生産から流通の両面におけるコ

スト縮減に向けた取組をとりまとめ、５年で２割の縮減を目標として、聖域を設 スト縮減に向けた取組をとりまとめ、５年で２割の縮減を目標として、聖域を設
けず強力に推進することとされた。このため、民間の経験、有識者の知見を活か けず強力に推進することとされた 。このため、民間の経験、有識者ところである
した「食料供給コスト縮減検証委員会」において、本食料供給コスト縮減アクシ の知見を活かした「食料供給コスト縮減検証委員会」において、本食料供給コス
ョンプラン（以下「アクションプラン」という ）に基づく取組について、委員会 ト縮減アクションプラン（以下「アクションプラン」という ）に基づく取組につ。 。
の知見を反映させながら着実な推進を図っていくこととする。 いて、委員会の知見を反映させながら着実な推進を図っていくこととする。
今回 アクションプランは、 年 月に 今回 アクションプランは、 年 月に「食料供給コスト縮減検証改定する 平成18 ９ とりまとめたアクションプ とりまとめる 本 ６

ランにおいて「今後、コスト縮減に向けた生産性の向上等総合的な取り組みを推 の第１回会合を開催して以降、９月までに４回の委員会を開催して検討委員会」
進すること」とされた「加工食品の製造・流通段階や外食段階」等の取り組みを した上で、当面の取組をとりまとめたものである。
含め、平成19年３月に開催した での議論を踏「食料供給コスト縮減検証委員会」
まえ、本アクションプランに位置づけたものである。また、水産物供給コストの
縮減に関する取組についても 「水産政策審議会」等による検討を通して平成19年、
３月２０日に閣議決定された「水産基本計画」に基づき、本アクションプランに

。位置づけたところである
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食料供給コストの縮減においては、生産から流通に至る各段階の事業者の経費 食料供給コストの縮減においては、生産から流通に至る各段階の事業者の経費
が縮減の対象となるものである。他方、生産者価格等の価格水準は市場における が縮減の対象となるものである。他方、生産者価格等の価格水準は市場における
需要と供給のバランスにより決定されるものであることから、必ずしもコスト縮 需要と供給のバランスにより決定されるものであることから、必ずしもコスト縮
減の効果が価格低下に反映されるものではないことに留意する必要がある。 減の効果が価格低下に反映されるものではないことに留意する必要がある。
なお、国内農業の体質強化を図っていく際には、当然のことながら、食料供給 なお、国内農業の体質強化を図っていく際には、当然のことながら、食料供給

コストの縮減と消費者ニーズに対応した質の高い食料の供給とをバランスよく実 コストの縮減と消費者ニーズに対応した質の高い食料の供給とをバランスよく実
現していくこと、品目ごとの特性を踏まえた多様できめ細かな取組を推進してい 現していくこと、品目ごとの特性を踏まえた多様できめ細かな取組を推進してい
くことが重要である。 くことが重要である。

２ 食料供給コスト縮減の考え方 ２ 食料供給コスト縮減の考え方
我が国の国民が最終消費した飲食料費は約80兆円（平成12年）となっている。 我が国の国民が最終消費した飲食料費は約80兆円（平成12年）となっている。

このうち、生鮮のまま消費されるものが約２割、加工食品として消費されるもの このうち、生鮮のまま消費されるものが約２割、加工食品として消費されるもの
が約５割、外食で消費されるものが約３割を占めている。 が約５割、外食で消費されるものが約３割を占めている。
食料供給コストとは、最終消費額のうち、生産から消費に至る各段階の事業者 食料供給コストとは、最終消費額のうち、生産から消費に至る各段階の事業者

の経費として捉えられ、具体的には、以下のような経費が含まれる。 の経費として捉えられ、具体的には、以下のような経費が含まれる。
① 労賃、生産資材費、集出荷経費、流通経費などからなる生鮮（加工用原料 ① 労賃、生産資材費、集出荷経費、流通経費などからなる生鮮（加工用原料
を含む）段階の経費 を含む）段階の経費

加 加② 原料費(食材費､包装材料費など)、加工製造経費、流通経費などからなる ② 原料費(食材費､包装材料費など)、加工製造経費、流通経費などからなる
、外食段階の経費 、外食段階の経費工食品の製造・流通 工・製造段階

資料：総務省他９府省庁「産業連関表」（平成12年）を基に農林水産省が試算

注１：ラウンドの関係で計が一致しないことがある。

注２：生鮮農産物等（国内生産）には集出荷経費も含まれる。

注３：円グラフの経費等には利潤（又は損失）が含まれる。

注４：円グラフの外食産業の経費等には、海外での飲食等
（8,080億円）は含まれない。

原料食料
（輸入）

290(1%)

食用農産物等食用農産物等

貨物運賃

436(3%)

単位：10億円

食料以外の資材

2,416(11%)

7,7837,783

511511

345345

1,4261,426

2,9192,919

1,5171,517

国内生産

12兆1,290億円

国内生産国内生産

12兆1,290億円

1,3701,370

660660

1,1801,180

生鮮品等生鮮品等
15兆790億円

加工食品加工食品
41兆4,660億円

外食外食
23兆7,120億円

生鮮品の輸入

3兆2,100億円

生鮮品の輸入生鮮品の輸入

3兆2,100億円

最終製品の輸入最終製品の輸入

最終製品の輸入最終製品の輸入

外食向け外食向け

１次加工品の輸入１次加工品の輸入

加工向け加工向け

直接消費向け直接消費向け
小売経費

卸売経費

生鮮農産物等生鮮農産物等
（国内生産）（国内生産）

原料食料原料食料

（国内生産）（国内生産）

原料食料
（輸入）

卸売経費

小売経費

小売経費

食品工業の加工経費

食料以外の資材

飲食費の最終消費額飲食費の最終消費額
8080兆兆2,5702,570億円（億円（100%)100%)

(18.8%)

(29.5%)

(51.7%)

生鮮農産物等
（輸入）

7,783(52%)

3,080(20%)

2,409(16%)

1,370(9%)

10,558(26%)

7,392(18%)

8,666(21%)

4,708(11%)

3,955(10%)

4,765(11%)

1,422(3%)貨物運賃

貨物運賃

卸売経費

外食産業の
販売経費

9,939(43%)

1,591(7%)

4, 483(20%)

686(3%)

3,498(15%)

原料食料原料食料
（国内生産）（国内生産）

我が国の食料供給の全体像

資料：総務省他９府省庁「産業連関表」（平成12年）を基に農林水産省が試算

注１：ラウンドの関係で計が一致しないことがある。

注２：生鮮農産物等（国内生産）には集出荷経費も含まれる。

注３：円グラフの経費等には利潤（又は損失）が含まれる。

注４：円グラフの外食産業の経費等には、海外での飲食等
（8,080億円）は含まれない。
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食料供給コストの縮減の検討に当たっては、まず、農政の推進上、重要な課題と
なっている生鮮（加工用原料を含む）段階の食料供給コストに関し、コスト縮減
に向けた具体的な取組を推進することとする。

加工食品の製造・流通段階や外食段階についても、今後、コスト縮減に向けた
生産性の向上等総合的な取組を推進することとする。

また、水産物については、食料供給コスト縮減の対象品目に含まれるものでは
あるが、現在、今年度末を目途に、水産基本計画（平成14年３月閣議決定）の見
直しを検討中であることから、その結果を踏まえ、別途検討の上追加していくこ
ととする。

３ 食料供給コスト縮減による効果 ３ 食料供給コスト縮減による効果
食料供給コストを、生産から流通の各段階で縮減することによって、食料供給 食料供給コストを、生産から流通の各段階で縮減することによって、食料供給

ルート全体の体質が強化され、消費者の利益増大等につながっていくことが期待 ルート全体の体質が強化され、消費者の利益増大等につながっていくことが期待
される。具体的には以下のような効果が生じることが期待される。 される。具体的には以下のような効果が生じることが期待される。
① 食料の供給サイドである生産者や食品産業事業者にとっては、コスト縮減 ① 食料の供給サイドである生産者や食品産業事業者にとっては、コスト縮減
への取組により、販売価格の引下げによる外国産農産物等との価格競争力の への取組により、販売価格の引下げによる外国産農産物等との価格競争力の
強化を通じて、国内外における 農産物 の需要の拡大を図ることが可能 強化を通じて、国内外における 農産物の需要の拡大を図ることが可能と国産 等 国内
となる、あるいは、コスト縮減によって生じた利潤の増加を、付加価値向上 なる、あるいは、コスト縮減によって生じた利潤の増加を、付加価値向上の
のための投資に振り向けることで 消費者ニーズに対応した様々な経営展開 ための投資に振り向けることで、消費者ニーズに対応した様々な経営展開、、 、
輸出等を含めた新たな販路の拡大を図ることが可能となる。 輸出等を含めた新たな販路の拡大を図ることが可能となる。
② 消費者にとっては、小売価格の低下による利益を享受すること、あるいは ② 消費者にとっては、小売価格の低下による利益を享受すること、あるいは
多様なニーズに対応した付加価値の高い商品の提供が受けられることが期待 多様なニーズに対応した付加価値の高い商品の提供が受けられることが期待
される。 される。
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４ 重点的に取り組むべき課題 ４ 重点的に取り組むべき課題
、 、「食料供給コスト縮減検証委員会」の議論を踏まえ、農林水産省をはじめとす 食料供給コスト縮減検証委員会「 」においては 食料供給コスト縮減のあり方

生産段階や流通段階における個別のコスト縮減方策、農協や食品産業事業者の役る関係者が、食料供給コスト縮減に向けて重点的に取り組むべき課題について、
割、消費者ニーズへの対応といった事項について活発な議論が行われた。それぞれの取組を確実に推進することとする。

の議論を踏まえ、農林水産省をはじめとする関係者が、食料供給コス今般、そ
ト縮減に向けて重点的に取り組むべき課題について、それぞれの取組を確実に推
進することとする。

個々の取組の内容、取組目標等は別添に示すとおりであり、農林水産省として 個々の取組の内容、取組目標等は別添に示すとおりであり、農林水産省として
は、これらの取組が着実に推進されるよう、官民協力の推進に十分配慮しつつ、 は、これらの取組が着実に推進されるよう、官民協力の推進に十分配慮しつつ、
助言、指導、先進的な取組の普及等に取り組んでいく。 助言、指導、先進的な取組の普及等に取り組んでいく。

なお 農林水産省だけでは解決が困難な原油価格の高騰 交通インフラの整備 なお、農林水産省だけでは解決が困難な原油価格の高騰、交通インフラの整備、 、 、
等に関しては、関係府省等と連携した取組を行っていく。 等に関しては、関係府省等と連携した取組を行っていく。ＩＴ化

生産コストの縮減等については 「食料・農業・農村基本計画（平成17年３月閣 生産コストの縮減等については 「食料・農業・農村基本計画（平成17年３月閣、 、
議決定 」で示された「生産努力目標（目標年次：平成27年度 」等に即して取り 議決定 」で示された「生産努力目標（目標年次：平成27年度 」等に即して取り） ） ） ）
組んでいるところであるが、今回のアクションプランの策定、推進等を通じて、 組んでいるところであるが、今回のアクションプランの策定、推進等を通じて、
可能な限り目標達成の加速化を図る。 可能な限り目標達成の加速化を図る。

なお、生産段階の取組のうち、経営規模拡大による効率化、技術開発による省 なお、生産段階の取組のうち、経営規模拡大による効率化、技術開発による省
力化等に係る具体的な取組については 「食料・農業・農村基本計画 「21世紀新 力化等に係る具体的な取組については 「食料・農業・農村基本計画 「21世紀新、 」、 、 」、
農政2006」等に基づき推進しているところであり、これらの取組のあり方等につ 農政2006」等に基づき推進しているところであり、これらの取組のあり方等につ
いての検討も別途行っているところである。 いての検討も別途行っているところである。
また、水産物供給コストの縮減については 「水産基本計画（平成19年３月閣議、
決定 」に盛り込まれた取組を着実に実施していく。）

（１）低価格資材の供給や効率利用等による生産コストの縮減 （１）低価格資材の供給や効率利用等による生産コストの縮減
生産コストを縮減させるためには、生産コストの２～３割程度を占める生産 生産コストを縮減させるためには、生産コストの２～３割程度を占める生産

資材費をはじめ、共同利用施設の利用料金等の縮減に取り組む必要がある。 資材費をはじめ、共同利用施設の利用料金等の縮減に取り組む必要がある。
生産資材費を縮減するため、輸入高度化成肥料、大型包装農薬や低コスト支 生産資材費を縮減するため、輸入高度化成肥料、大型包装農薬や低コスト支

。 、 。 、援農機等の低価格資材の供給や低コスト耐候性ハウスの導入を促進する なお 援農機等の低価格資材の供給や低コスト耐候性ハウスの導入を促進する なお
こうした低価格資材の供給を進めるに当たって、汎用化・高能率化等高性能農 こうした低価格資材の供給を進めるに当たって、汎用化・高能率化等高性能農
業機械の開発・実用化を進めるとともに、ＯＥＭ（相手先ブランド製造）の推 業機械の開発・実用化を進めるとともに、ＯＥＭ（相手先ブランド製造）の推
進や飼料会社の広域化など製造段階の合理化に向けた取組も重要である。 進や飼料会社の広域化など製造段階の合理化に向けた取組も重要である。
また、肥料、農薬等について、広域的な農家配送拠点の整備や港湾等からの また、肥料、農薬等について、広域的な農家配送拠点の整備や港湾等から

、バラ・フレコン輸送の など の 、バラ・フレコン輸送の など 流通の合理化を進める。直接配送の推進 促進 担い手の経営におけるコスト 直行価格の設定 導入 の
流通の合理化を進める。縮減に重点を置いた

さらに、利用段階の取組として、土壌診断に基づく適正施肥、防除暦の見直 さらに、利用段階の取組として、土壌診断に基づく適正施肥、防除暦の見直
し等による農薬使用の合理化、担い手への作業集積等による農業機械の稼働面 し等による農薬使用の合理化、担い手への作業集積等による農業機械の稼働面
積の拡大等生産資材の効率的な利用等を推進する。 積の拡大等生産資材の効率的な利用等を推進する。
これらの取組を一層加速化するために、農林水産省は、農業機械・施設への

補助制度の見直し、科学的知見等を踏まえた化学肥料の登録有効期間の延長と
いった規制の見直し等を行う。
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生産資材費以外の生産コストの縮減については、米等の大規模乾燥調製貯蔵 生産資材費以外の生産コストの縮減については、米等の大規模乾燥調製貯蔵
施設の利用体制の見直しや利用率向上に取り組み、共同利用施設の利用料金の 施設の利用体制の見直しや利用率向上に取り組み、共同利用施設の利用料金の
削減を図るほか、水稲直播栽培や大豆不耕起栽培等省力化技術、野菜の機械化 削減を図るほか、水稲直播栽培や大豆不耕起栽培等省力化技術、野菜の機械化
一貫体系、病害虫抵抗性品種の導入、家畜改良の推進等の新たな生産技術・品 一貫体系、病害虫抵抗性品種の導入、家畜改良の推進等の新たな生産技術・品
種の導入等に取り組むことによって、労働時間短縮と併せて、品質の向上と単 種の導入等に取り組むことによって、労働時間短縮と併せて、品質の向上と単
収向上・安定化を図る。 収向上・安定化を図る。

（２）経営規模拡大、技術開発等による生産コストの縮減 （２）経営規模拡大、技術開発等による生産コストの縮減
上記(1)の取組によるコスト縮減効果を発揮させるためには、これらの取組と 上記(1)の取組によるコスト縮減効果を発揮させるためには、これらの取組と

併せて、土地利用型農業を中心とする経営規模の拡大、省力化・生産性向上に 併せて、土地利用型農業を中心とする経営規模の拡大、省力化・生産性向上に
向けた技術開発を進めることが必要である。 向けた技術開発を進めることが必要である。
このため、ほ場の大区画化や汎用化等の基盤整備と併せ、担い手への農地の このため、ほ場の大区画化や汎用化等の基盤整備と併せ、担い手への農地の

利用集積を促進し、機械の稼働効率や作業体系の効率性の向上を図っていると 利用集積を促進し、機械の稼働効率や作業体系の効率性の向上を図っていると
ころである。 ころである。
今般、平成19年産から新たに品目横断的経営安定対策を導入することとして 今般、平成19年産から新たに品目横断的経営安定対策を導入することとして

いるが、本対策では、従来の全農家への一律的支援から脱却し、望ましい農業 いるが、本対策では、従来の全農家への一律的支援から脱却し、望ましい農業
構造の実現を念頭に、意欲的な一定規模以上の水準の経営体に施策を集中化・ 構造の実現を念頭に、意欲的な一定規模以上の水準の経営体に施策を集中化・

おり、 いる。重点化することとして これにより、担い手への農地の利用集積や集落営 重点化することとして
農への参加に向けたインセンティブを高めることとしている。 これにより、 担い手への農地の利用集積や集落営農へ小規模農家について、

の参加に向けたインセンティブを高めることとしている。しかし、現状として経営規模の拡大に伴って経営耕地が分散しがちであり、
今後は、真のコストダウンにつながる団地化したまとまりのある形での利用そのことが担い手の規模拡大意欲及び効率的な農地利用を阻害しているとの指

今後は、 真のコストダウンにつながる団 集積に対する集中的な支援を進めるとともに、農地の効率的利用のため、農業摘があることから、 担い手にとっての
地化したまとまりのある形での利用集積に対する集中的な支援を進めるととも 経営に意欲的な企業等の新規参入を促進する 。必要がある
に、農地の効率的利用のため、農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促進す
る。
また、生産性の高い水田輪作・畑輪作システム、収益性の高い園芸生産シス また、生産性の高い水田輪作・畑輪作システム、収益性の高い園芸生産シス

テムを確立するため、水田輪作体系における不耕起播種技術、馬鈴しょ収穫の テムを確立するため、水田輪作体系における不耕起播種技術、馬鈴しょ収穫の
効率化に資する土壌管理技術、超低コストハウス等、新技術の開発を進める。 効率化に資する土壌管理技術、超低コストハウス等、新技術の開発を進める。
さらに、病害虫抵抗性品種や省力化のための機械化適性の高い品種の育成を進 さらに、病害虫抵抗性品種や省力化のための機械化適性の高い品種の育成を進
める。 める。

（３）卸売市場改革や物流効率化等による流通コストの縮減 （３）卸売市場改革や物流効率化等による流通コストの縮減
流通コストを縮減させるためには、青果・水産物流通の６～７割を扱ってい 流通コストを縮減させるためには、青果・水産物流通の６～７割を扱ってい

る卸売市場流通における効率的な流通システムの構築に向けた改革の着実な推 る卸売市場流通における効率的な流通システムの構築に向けた改革の着実な推
進をはじめ、物流効率化に向けた取組、集出荷コストの縮減、消費者ニーズに 進をはじめ、物流効率化に向けた取組、集出荷コストの縮減、消費者ニーズに
対応した多様な流通チャネルの形成を推進する必要がある。 対応した多様な流通チャネルの形成を推進する必要がある。
卸売市場については、改正卸売市場法等に基づく卸売市場の再編・合理化、 卸売市場については、改正卸売市場法等に基づく卸売市場の再編・合理化、

（ ） 、 、 （ ） 、 、ダイレクト物流 商物分離電子商取引 導入市場の拡大 卸売手数料の弾力化 ダイレクト物流 商物分離電子商取引 導入市場の拡大 卸売手数料の弾力化
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卸売市場管理運営への民間活力の導入や、転送に伴うコストの縮減のための地 卸売市場管理運営への民間活力の導入や、転送に伴うコストの縮減のための地
方卸売市場等の連携（共同集荷等）等を推進し、一層効率的な卸売市場流通の 方卸売市場等の連携（共同集荷等）等を推進し、一層効率的な卸売市場流通の
実現を図る。 実現を図る。
また、通い容器の普及、電子タグ等のＩＴ技術の活用、関係省庁との連携の また、通い容器の普及、電子タグ等のＩＴ技術の活用、関係省庁との連携の

下「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づくインターチェ 下「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づくインターチェ
ンジ近隣等への物流拠点の再編、配送の共同化等を推進し、燃料費の縮減をは ンジ近隣等への物流拠点の再編、配送の共同化等を推進し、燃料費の縮減をは
じめとする物流の効率化を図る。 じめとする物流の効率化を図る。
集出荷コストについては、段ボールの茶色箱化、通い容器の普及、実需者の 集出荷コストについては、段ボールの茶色箱化、通い容器の普及、実需者の

ニーズに応じた規格等での野菜の調製・出荷や産地の出荷規模の拡大等を推進 ニーズに応じた規格等での野菜の調製・出荷や産地の出荷規模の拡大等を推進
する。 する。
さらに、食と農の連携強化や地産地消の推進等により、消費者ニーズに対応 さらに、食と農の連携強化や地産地消の推進等により、消費者ニーズに対応

した多様な流通チャネルの形成を推進する。 した多様な流通チャネルの形成を推進する。
、 、 。これら流通部門の取組については 工程表に基づき 取組を着実に推進する

（４）加工食品の製造・流通、外食段階における食料供給コストの縮減に向けた
生産性の向上等
健康・安全への高い関心や低価格志向等多様化する消費者ニーズや、安価な

輸入食品の増加等に対応するため、食品産業のコスト縮減に向けた生産性の向
上等を図っていく必要がある。具体的には、食品産業が厳しい競争にさらされ
ながら自らコスト縮減に取り組んでいる中で、原材料供給の不安定性、中小零
細な産業構造等という食品産業の特質に着目しつつ、食と農の連携強化、製造
工場の再編合理化、設備の近代化、ＥＤＩの導入などＩＴ技術の活用等に対す
る支援を通じ、企業内部の生産性向上や同一業種内・異業種間の水平的・垂直
的な連携等を図ることが重要である。

品質や形状等に関する消費者ニーズ等への効率的な対応によるコストの縮減 品質や形状等に関する消費者ニーズ等への効率的な対応によるコストの縮減（５） （４）
常に形の整った野菜・果物を求めている消費者がすべてではない中で、食料 常に形の整った野菜・果物を求めている消費者がすべてではない中で、食料

供給者が消費者の品質や形状等に対するこだわりを過度に重視した出荷、販売 供給者が消費者の品質や形状等に対するこだわりを過度に重視した出荷、販売
等を行っていることが、多くの規格外品や食品ロスが発生する一因との指摘が 等を行っていることが、多くの規格外品や食品ロスが発生する一因との指摘が
ある。 ある。

多様な消一方、形状にはこだわらずに、価格の安さや産地との顔の見える関係を指向 食品を消費者に可能な限り低コストで提供するという観点からは、
多様な 費者ニーズに対応した選択肢を提供することでロスの発生を減らしつつ、同時する消費者や実需者に向けて農産物を供給する例も見られることから、

ニーズに対応した選択肢を提供することでロスの発生を減らしつつ、同時に輸 に輸送コストや販売経費等も含めたトータルとしてのコスト縮減を実現する仕
送コストや販売経費等も含めたトータルとしてのコスト縮減を実現する仕組み 組みづくりも求められている。

規格外品の発生抑制に資するバラ流通、 対応等づくりも求められている。 このため、 多様なニーズへの
このため、 効率的 、地場産品へのニーズに応える生鮮販売や加工・業務用途におけるニーズに適合した規格での出 を に実現するための食と農の連携の強化

荷・流通の推進、食と農の連携の強化など な対応 の構築 り、多様な消費者ニーズに対応多様なニーズへの効率的 、地 地産地消の推進など多様な流通形態 によ
場産品へのニーズに応える地産地消の推進など多様な流通形態によ 食料供給 食料供給の実現を図っていく必要がある。る した
の実現を図っていく必要がある。 また、消費者・ ・生産者のコミュニケーション、消費者への品質等流通業者
また、消費者・ ・生産者のコミュニケーション、消費者への に係る情報提供の充実等に取り組むことも重要である。食品関連事業者

品質等に係る情報提供の充実等に取り組むことも重要である。 さらに、卸売市場における低温卸売場の整備を通じた低温流通の確立、簡易
さらに、卸売市場における低温卸売場の整備を通じた低温流通の確立、簡易 包装化や通い容器の普及等により、食品及び容器包装に係る廃棄物の減量化を

包装化や通い容器の普及等により、食品及び容器包装に係る廃棄物の減量化を 図る 。ことが重要である
とともに、食品リサイクル・ループの構築による効率的なリサイクル等の図る

。取組を推進する必要がある
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農協の経済事業改革の推進による生産コスト及び流通コストの縮減 農協の経済事業改革の推進による生産コスト及び流通コストの縮減（６） （５）
農協を取り巻く競争環境の激化を背景として、農協系統自ら経済事業改革を 農協を取り巻く競争環境の激化を背景として、農協系統自ら経済事業改革を

進めているところであるが、このような農協系統の経済事業改革によって、農 進めているところであるが、このような農協系統の経済事業改革によって、農
協系統を通じて取引される生産資材や農産物については、生産資材の流通経費 協系統を通じて取引される生産資材や農産物については、生産資材の流通経費
や農産物の集出荷経費などが縮減され、食料供給コストの縮減に一定程度寄与 や農産物の集出荷経費などが縮減され、食料供給コストの縮減に一定程度寄与
することが期待される。 することが期待される。
農協系統においては、全国農業協同組合中央会（全中）が平成17年３月に「基 農協系統においては、全国農業協同組合中央会（全中）が平成17年３月に「基
本方針 を策定し 各農協における経済事業改革を推進しているところである 本方針」を策定 し、各農協における経済事業改革を推進」 、 。 （平成18年３月改訂）
この中で、全国・都道府県段階に経済事業改革の推進体制を整備 、事業目標 しているところである。この中で、全国・都道府県段階に経済事業改革の推進し
として ①営農指導機能の強化 ②消費者接近と農家手取向上のための販売事業 体制を整備 、事業目標として ①営農指導機能の強化 ②消費者接するとともに
の見直し ③生産者とりわけ担い手に実感される生産資材価格の引下げと担い手 近と農家手取向上のための販売事業の見直し ③生産者とりわけ担い手に実感さ
への個別事業対応の実施 ④物流、農機、ガソリンスタンド、Ａコープ（生活 れる生産資材価格の引下げと担い手への個別事業対応の実施 ④物流、農機、
店舗）の収支改善・競争力強化 ⑤カントリーエレベーター等共同利用施設の ガソリンスタンド、Ａコープ（生活店舗）の収支改善・競争力強化 ⑤カント
運営改善 を設定 リーエレベーター等共同利用施設の運営改善 を設定 。するとともに、平成19年３月には、この基本方針を改定し、農 しているところである
協は担い手対応専任者・部署の設置など担い手に出向く体制を整備し、担い手

。 さらに、農協は、農産物の販売事業、生産資材の購買事業のほか、営農指導に対する個別対応を行うなど、担い手への対応を強化することとしている
さらに、農協は、農産物の販売事業、生産資材の購買事業のほか、営農指導事 事業、共済事業、営農資金の貸付けを行う信用事業など生産者に必要なサービ
業、共済事業、営農資金の貸付けを行う信用事業など生産者に必要なサービス スを総合的に提供しているところであり、これらの総合的な事業実施のメリッ
を総合的に提供しているところであり、これらの総合的な事業実施のメリット トを活かすとともに、各事業における事業改革に継続して取り組むことを通じ
を活かすとともに 各事業における事業改革に継続して取り組むことを通じて て、生産者の事業コスト縮減を目指していく必要がある。、 、
生産者の事業コスト縮減を目指していく必要がある。 また、農協系統における経済事業の全国組織である全国農業協同組合連合会
また、農協系統における経済事業の全国組織である全国農業協同組合連合会 （全農）においては、農林水産省から発出された業務改善命令に基づき平成17

、 、（全農）においては、農林水産省から発出された業務改善命令に基づき平成17 年12月に改善計画を策定し 抜本的な事業改革に取り組んでいるところであり
るとこ年12月に改善計画を策定し 抜本的な事業改革に取り組んでいるところであり 生産資材手数料の引下げ、米の流通コスト削減等の事業改革を進めてい、 、

生産資材手数料の引下げ、米の流通コスト削減等の事業改革を 進めて ある。引き続き ろで
く必要が 監視い ある。 このため、農林水産省としては、継続的に全農の改善計画の進捗状況を
このため 農林水産省としては 継続的に全農の改善計画の進捗状況を するとともに、全中等による農協の経済事業改革の指導など、農協系統自らが、 、 点検、
するとともに、全中等による農協の経済事業改革の指導など、農協系統自 行う経済事業改革を推進していく。検証

らが行う経済事業改革を推進していく。
また、農協等の活動に関し不公正な取引が行われないよう、公正取引委員会

が策定・公表する「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」等を踏
まえ、関係機関が連携して農協等への指導等を実施する。
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生
鮮
農
産
物
の
食
料
供
給
コ
ス
ト
の
構
成
と
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
の
関
係

(3
)卸
売
市
場
改
革
や
物
流
効
率
化
等
に
よ
る
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
卸
売
市
場
改
革
の
推
進
（
卸
売
市
場
の
再
編
・
合
理
化
、
ダ
イ
レ
ク

ト
物
流
の
普
及
、
卸
売
手
数
料
の
弾
力
化
等
）

・
物
流
の
効
率
化
（
通
い
容
器
の
普
及
、
電
子
タ
グ
等
の
ＩＴ
技
術
の
活

用
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
隣
等
へ
の
物
流
拠
点
の
再
編
、
配
送
の
共

同
化
等
）

・
多
様
な
流
通
チ
ャ
ネ
ル
の
形
成
（
食
と
農
の
連
携
強
化
、
地
産
地

消
の
推
進
等
）

・
集
出
荷
コ
ス
ト
の
縮
減
（
段
ボ
ー
ル
箱
の
茶
色
箱
化
､通
い
容
器
の

普
及
､実
需
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
規
格
等
で
の
野
菜
の
調
製
・
出
荷
等
）

(1
)低
価
格
資
材
の
供
給
や
効
率
利
用
等
に
よ
る
生
産

コ
ス
ト
の
縮
減

・
低
価
格
資
材
の
供
給
（
輸
入
高
度
化
成
肥
料
、
大
型
包
装
農
薬
、

低
コ
ス
ト
支
援
農
機
の
供
給
等
）

・
生
産
資
材
の
流
通
の
合
理
化
（広
域
的
な
農
家
配
送
拠
点
の
整
備
､

港
湾
等
か
ら
の
直
行
価
格
の
見
直
し
､バ
ラ
･フ
レ
コ
ン
輸
送
の
導
入
等

)
・
生
産
資
材
の
効
率
利
用
等
（
土
壌
診
断
に
基
づ
く
適
正
施
肥
、

防
除
暦
の
見
直
し
、
農
業
機
械
の
稼
動
面
積
の
拡
大
等
）

・
共
同
利
用
施
設
の
利
用
料
金
の
縮
減
（
米
等
の
大
規
模
乾
燥
調

製
貯
蔵
施
設
の
利
用
体
制
の
見
直
し
や
利
用
率
向
上
）

・
労
働
時
間
の
短
縮
（
水
稲
の
直
播
栽
培
や
野
菜
の
機
械
化
一
貫
体

系
な
ど
省
力
化
技
術
の
導
入
等
）

・
単
収
等
の
向
上
・
安
定
化
（
病
害
虫
抵
抗
性
新
品
種
や
多
収
性
新
品

種
の
導
入
、
家
畜
改
良
の
推
進
）

(2
)経
営
規
模
拡
大
、
技
術
開
発
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト

の
縮
減

・
経
営
規
模
の
拡
大
（
担
い
手
へ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
で
の
農
地
利

用
集
積
の
促
進
等
）

・
農
地
の
効
率
的
利
用
（
農
業
経
営
に
意
欲
的
な
企
業
等
の
新
規
参

入
を
促
進
）

・
新
技
術
の
開
発
に
よ
る
省
力
化
（
水
田
や
畑
に
お
け
る
生
産
性
の

高
い
輪
作
シ
ス
テ
ム
の
確
立
等
）

(6
)農
協
の
経
済
事
業
改
革
の
推
進

に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
及
び
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
農
産
物
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減
（米
穀
の
流

通
コ
ス
ト
の
削
減
）

・
生
産
資
材
コ
ス
ト
の
縮
減
（
生
産
資
材
の

大
口
割
引
率
の
拡
大
､低
価
格
生
産
資
材
の

供
給
、
生
産
資
材
に
係
る
全
農
の
手
数
料
の

引
下
げ
、
生
産
資
材
に
係
る
物
流
コ
ス
ト
削

減
）

(5
)品
質
や
形
状
等
に
関
す

る
消
費
者
ニ
ー
ズ
等
へ
の

効
率
的
な
対
応
に
よ
る
コ

ス
ト
の
縮
減

・
生
鮮
販
売
や
加
工
・
業
務
用
と

に
於
け
る
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
た

規
格
あ
る
い
は
無
選
別
な
出

荷
・
流
通
の
推
進

（
契
約
取
引
の
推
進
、
仲
介
機
能
の

強
化
）

・
食
と
農
の
連
携
強
化

（
食
料
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
設
立
・
展

開
支
援
）

・
食
と
農
の
連
携
強
化

（
モ
デ
ル
タ
ウ
ン
構
想
の
推
進
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成
）

集
出
荷
経
費

集
出
荷
経
費

卸
売
経
費

卸
売
経
費

小
売
経
費

小
売
経
費

販
売
対
策
費

販
売
対
策
費

系
統
手
数
料

系
統
手
数
料
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

農
機
具
、

農
機
具
、
肥
料
肥
料

賃
借
料

賃
借
料

共共
同
利
用

同
利
用
施
設
利
用

施
設
利
用

料
金
料
金
等等

物
財
物
財
費費

労労
賃賃

生
産
経
費

生
産
経
費

目標：食料供給コス目標：食料供給コス

生
鮮
農
産
物
の
食
料
供
給
コ
ス
ト
の
構
成
と
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
の
関
係

(3
)卸
売
市
場
改
革
や
物
流
効
率
化
等
に
よ
る
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
卸
売
市
場
改
革
の
推
進
（
卸
売
市
場
の
再
編
・
合
理
化
、
ダ
イ
レ
ク

ト
物
流
の
普
及
、
卸
売
手
数
料
の
弾
力
化
等
）

・
物
流
の
効
率
化
（
通
い
容
器
の
普
及
、
電
子
タ
グ
等
の
ＩＴ
技
術
の
活

用
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
隣
等
へ
の
物
流
拠
点
の
再
編
、
配
送
の
共

同
化
等
）

・
多
様
な
流
通
チ
ャ
ネ
ル
の
形
成
（
食
と
農
の
連
携
強
化
、
地
産
地

消
の
推
進
等
）

・
集
出
荷
コ
ス
ト
の
縮
減
（
段
ボ
ー
ル
箱
の
茶
色
箱
化
､通
い
容
器
の

普
及
､実
需
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
規
格
等
で
の
野
菜
の
調
製
・
出
荷
等
）

(1
)低
価
格
資
材
の
供
給
や
効
率
利
用
等
に
よ
る
生
産

コ
ス
ト
の
縮
減

・
低
価
格
資
材
の
供
給
（
輸
入
高
度
化
成
肥
料
、
大
型
包
装
農
薬
、

低
コ
ス
ト
支
援
農
機
の
供
給
等
）

・
生
産
資
材
の
流
通
の
合
理
化
（広
域
的
な
農
家
配
送
拠
点
の
整
備
､

港
湾
等
か
ら
の
直
行
価
格
の
見
直
し
､バ
ラ
･フ
レ
コ
ン
輸
送
の
導
入
等

)
・
生
産
資
材
の
効
率
利
用
等
（
土
壌
診
断
に
基
づ
く
適
正
施
肥
、

防
除
暦
の
見
直
し
、
農
業
機
械
の
稼
動
面
積
の
拡
大
等
）

・
共
同
利
用
施
設
の
利
用
料
金
の
縮
減
（
米
等
の
大
規
模
乾
燥
調

製
貯
蔵
施
設
の
利
用
体
制
の
見
直
し
や
利
用
率
向
上
）

・
労
働
時
間
の
短
縮
（
水
稲
の
直
播
栽
培
や
野
菜
の
機
械
化
一
貫
体

系
な
ど
省
力
化
技
術
の
導
入
等
）

・
単
収
等
の
向
上
・
安
定
化
（
病
害
虫
抵
抗
性
新
品
種
や
多
収
性
新
品

種
の
導
入
、
家
畜
改
良
の
推
進
）

(2
)経
営
規
模
拡
大
、
技
術
開
発
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト

の
縮
減

・
経
営
規
模
の
拡
大
（
担
い
手
へ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
で
の
農
地
利

用
集
積
の
促
進
等
）

・
農
地
の
効
率
的
利
用
（
農
業
経
営
に
意
欲
的
な
企
業
等
の
新
規
参

入
を
促
進
）

・
新
技
術
の
開
発
に
よ
る
省
力
化
（
水
田
や
畑
に
お
け
る
生
産
性
の

高
い
輪
作
シ
ス
テ
ム
の
確
立
等
）

(6
)農
協
の
経
済
事
業
改
革
の
推
進

に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
及
び
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
農
産
物
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減
（米
穀
の
流

通
コ
ス
ト
の
削
減
）

・
生
産
資
材
コ
ス
ト
の
縮
減
（
生
産
資
材
の

大
口
割
引
率
の
拡
大
､低
価
格
生
産
資
材
の

供
給
、
生
産
資
材
に
係
る
全
農
の
手
数
料
の

引
下
げ
、
生
産
資
材
に
係
る
物
流
コ
ス
ト
削

減
）

(5
)品
質
や
形
状
等
に
関
す

る
消
費
者
ニ
ー
ズ
等
へ
の

効
率
的
な
対
応
に
よ
る
コ

ス
ト
の
縮
減

・
生
鮮
販
売
や
加
工
・
業
務
用
と

に
於
け
る
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
た

規
格
あ
る
い
は
無
選
別
な
出

荷
・
流
通
の
推
進

（
契
約
取
引
の
推
進
、
仲
介
機
能
の

強
化
）

・
食
と
農
の
連
携
強
化

（
食
料
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
設
立
・
展

開
支
援
）

・
食
と
農
の
連
携
強
化

（
モ
デ
ル
タ
ウ
ン
構
想
の
推
進
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成
）

集
出
荷
経
費

集
出
荷
経
費

卸
売
経
費

卸
売
経
費

小
売
経
費

小
売
経
費

販
売
対
策
費

販
売
対
策
費

系
統
手
数
料

系
統
手
数
料
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

農
機
具
、

農
機
具
、
肥
料
肥
料

賃
借
料

賃
借
料

共共
同
利
用

同
利
用
施
設
利
用

施
設
利
用

料
金
料
金
等等

物
財
物
財
費費

労労
賃賃

生
産
経
費

生
産
経
費

目標：食料供給コス目標：食料供給コス

食
料
供
給
コ
ス
ト
の
構
成
と
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
の
関
係

(3
)卸
売
市
場
改
革
や
物
流
効
率
化
等
に
よ
る
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
卸
売
市
場
改
革
の
推
進
（
卸
売
市
場
の
再
編
・
合
理
化
、
ダ
イ
レ
ク

ト
物
流
の
普
及
、
卸
売
手
数
料
の
弾
力
化
等
）

・
物
流
の
効
率
化
（
通
い
容
器
の
普
及
、
電
子
タ
グ
等
の
ＩＴ
技
術
の
活

用
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
隣
等
へ
の
物
流
拠
点
の
再
編
、
配
送
の
共

同
化
等
）

・
多
様
な
流
通
チ
ャ
ネ
ル
の
形
成
（
食
と
農
の
連
携
強
化
、
地
産
地

消
の
推
進
等
）

・
集
出
荷
コ
ス
ト
の
縮
減
（
段
ボ
ー
ル
箱
の
茶
色
箱
化
､通
い
容
器
の

普
及
､実
需
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
規
格
等
で
の
野
菜
の
調
製
・
出
荷
等
）

(1
)低
価
格
資
材
の
供
給
や
効
率
利
用
等
に
よ
る
生
産

コ
ス
ト
の
縮
減

・
低
価
格
資
材
の
供
給
（
輸
入
高
度
化
成
肥
料
、
大
型
包
装
農
薬
、

低
コ
ス
ト
支
援
農
機
の
供
給
等
）

・
生
産
資
材
の
流
通
の
合
理
化
（
広
域
的
な
農
家
配
送
拠
点
の
整
備
､

港
湾
等
か
ら
の
直
行
価
格
の
見
直
し
､バ
ラ
･フ
レ
コ
ン
輸
送
の
導
入
等

)
・
生
産
資
材
の
効
率
利
用
等
（
土
壌
診
断
に
基
づ
く
適
正
施
肥
、

防
除
暦
の
見
直
し
、
農
業
機
械
の
稼
動
面
積
の
拡
大
等
）

・
共
同
利
用
施
設
の
利
用
料
金
の
縮
減
（
米
等
の
大
規
模
乾
燥
調

製
貯
蔵
施
設
の
利
用
体
制
の
見
直
し
や
利
用
率
向
上
）

・
労
働
時
間
の
短
縮
（
水
稲
の
直
播
栽
培
や
野
菜
の
機
械
化
一
貫
体

系
な
ど
省
力
化
技
術
の
導
入
等
）

・
単
収
等
の
向
上
・
安
定
化
（
病
害
虫
抵
抗
性
新
品
種
や
多
収
性
新
品

種
の
導
入
、
家
畜
改
良
の
推
進
）

(2
)経
営
規
模
拡
大
、
技
術
開
発
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト

の
縮
減

・
経
営
規
模
の
拡
大
（
担
い
手
へ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
で
の
農
地
利

用
集
積
の
促
進
等
）

・
農
地
の
効
率
的
利
用
（
農
業
経
営
に
意
欲
的
な
企
業
等
の
新
規
参

入
を
促
進
）

・
新
技
術
の
開
発
に
よ
る
省
力
化
（
水
田
や
畑
に
お
け
る
生
産
性
の

高
い
輪
作
シ
ス
テ
ム
の
確
立
等
）

(5
)農
協
の
経
済
事
業
改
革
の
推
進

に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
及
び
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
農
産
物
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減
（米
穀
の
流

通
コ
ス
ト
の
削
減
）

・
生
産
資
材
コ
ス
ト
の
縮
減
（
生
産
資
材
の

大
口
割
引
率
の
拡
大
､低
価
格
生
産
資
材
の

供
給
、
生
産
資
材
に
係
る
全
農
の
手
数
料
の

引
下
げ
、
生
産
資
材
に
係
る
物
流
コ
ス
ト
削

減
）

(4
)品
質
や
形
状
等
に
関
す

る
消
費
者
ニ
ー
ズ
等
へ
の

効
率
的
な
対
応
に
よ
る
コ

ス
ト
の
縮
減

・
多
様
な
流
通
形
態
の
確
立
等

（
バ
ラ
流
通
、
食
と
農
の
連
携
の
強

化
、
地
産
地
消
の
推
進
、
消
費
者
･

生
産
者
･流
通
業
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
、
消
費
者
へ
の

品
質
等
に
係
る
情
報
提
供
の
充
実
、

低
温
流
通
の
確
立
、
簡
易
包
装
化
、

通
い
容
器
の
普
及
等
）

集
出
荷
経
費

集
出
荷
経
費

卸
売
経
費

卸
売
経
費

小
売
経
費

小
売
経
費

販
売
対
策
費

販
売
対
策
費

系
統
手
数
料

系
統
手
数
料
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

農
機
具
、

農
機
具
、
肥
料
肥
料

賃
借
料

賃
借
料

共共
同
利
用

同
利
用
施
設
利
用

施
設
利
用

料
金
料
金
等等

物
財
物
財
費費

労労
賃賃

生
産
経
費

生
産
経
費

目
標
：食
料
供
給
コ
ス
ト
を
５
年
で
２
割
縮
減

目
標
：食
料
供
給
コ
ス
ト
を
５
年
で
２
割
縮
減

食
料
供
給
コ
ス
ト
の
構
成
と
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
の
関
係

(3
)卸
売
市
場
改
革
や
物
流
効
率
化
等
に
よ
る
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
卸
売
市
場
改
革
の
推
進
（
卸
売
市
場
の
再
編
・
合
理
化
、
ダ
イ
レ
ク

ト
物
流
の
普
及
、
卸
売
手
数
料
の
弾
力
化
等
）

・
物
流
の
効
率
化
（
通
い
容
器
の
普
及
、
電
子
タ
グ
等
の
ＩＴ
技
術
の
活

用
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
隣
等
へ
の
物
流
拠
点
の
再
編
、
配
送
の
共

同
化
等
）

・
多
様
な
流
通
チ
ャ
ネ
ル
の
形
成
（
食
と
農
の
連
携
強
化
、
地
産
地

消
の
推
進
等
）

・
集
出
荷
コ
ス
ト
の
縮
減
（
段
ボ
ー
ル
箱
の
茶
色
箱
化
､通
い
容
器
の

普
及
､実
需
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
規
格
等
で
の
野
菜
の
調
製
・
出
荷
等
）

(1
)低
価
格
資
材
の
供
給
や
効
率
利
用
等
に
よ
る
生
産

コ
ス
ト
の
縮
減

・
低
価
格
資
材
の
供
給
（
輸
入
高
度
化
成
肥
料
、
大
型
包
装
農
薬
、

低
コ
ス
ト
支
援
農
機
の
供
給
等
）

・
生
産
資
材
の
流
通
の
合
理
化
（
広
域
的
な
農
家
配
送
拠
点
の
整
備
､

港
湾
等
か
ら
の
直
行
価
格
の
見
直
し
､バ
ラ
･フ
レ
コ
ン
輸
送
の
導
入
等

)
・
生
産
資
材
の
効
率
利
用
等
（
土
壌
診
断
に
基
づ
く
適
正
施
肥
、

防
除
暦
の
見
直
し
、
農
業
機
械
の
稼
動
面
積
の
拡
大
等
）

・
共
同
利
用
施
設
の
利
用
料
金
の
縮
減
（
米
等
の
大
規
模
乾
燥
調

製
貯
蔵
施
設
の
利
用
体
制
の
見
直
し
や
利
用
率
向
上
）

・
労
働
時
間
の
短
縮
（
水
稲
の
直
播
栽
培
や
野
菜
の
機
械
化
一
貫
体

系
な
ど
省
力
化
技
術
の
導
入
等
）

・
単
収
等
の
向
上
・
安
定
化
（
病
害
虫
抵
抗
性
新
品
種
や
多
収
性
新
品

種
の
導
入
、
家
畜
改
良
の
推
進
）

(2
)経
営
規
模
拡
大
、
技
術
開
発
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト

の
縮
減

・
経
営
規
模
の
拡
大
（
担
い
手
へ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
で
の
農
地
利

用
集
積
の
促
進
等
）

・
農
地
の
効
率
的
利
用
（
農
業
経
営
に
意
欲
的
な
企
業
等
の
新
規
参

入
を
促
進
）

・
新
技
術
の
開
発
に
よ
る
省
力
化
（
水
田
や
畑
に
お
け
る
生
産
性
の

高
い
輪
作
シ
ス
テ
ム
の
確
立
等
）

(5
)農
協
の
経
済
事
業
改
革
の
推
進

に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
及
び
流
通
コ

ス
ト
の
縮
減

・
農
産
物
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減
（米
穀
の
流

通
コ
ス
ト
の
削
減
）

・
生
産
資
材
コ
ス
ト
の
縮
減
（
生
産
資
材
の

大
口
割
引
率
の
拡
大
､低
価
格
生
産
資
材
の

供
給
、
生
産
資
材
に
係
る
全
農
の
手
数
料
の

引
下
げ
、
生
産
資
材
に
係
る
物
流
コ
ス
ト
削

減
）

(4
)品
質
や
形
状
等
に
関
す

る
消
費
者
ニ
ー
ズ
等
へ
の

効
率
的
な
対
応
に
よ
る
コ

ス
ト
の
縮
減

・
多
様
な
流
通
形
態
の
確
立
等

（
バ
ラ
流
通
、
食
と
農
の
連
携
の
強

化
、
地
産
地
消
の
推
進
、
消
費
者
･

生
産
者
･流
通
業
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
、
消
費
者
へ
の

品
質
等
に
係
る
情
報
提
供
の
充
実
、

低
温
流
通
の
確
立
、
簡
易
包
装
化
、

通
い
容
器
の
普
及
等
）

集
出
荷
経
費

集
出
荷
経
費

卸
売
経
費

卸
売
経
費

小
売
経
費

小
売
経
費

販
売
対
策
費

販
売
対
策
費

系
統
手
数
料

系
統
手
数
料
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

人
件
費
、
運
賃

人
件
費
、
運
賃
等等

農
機
具
、

農
機
具
、
肥
料
肥
料

賃
借
料

賃
借
料

共共
同
利
用

同
利
用
施
設
利
用

施
設
利
用

料
金
料
金
等等

物
財
物
財
費費

労労
賃賃

生
産
経
費

生
産
経
費

目
標
：食
料
供
給
コ
ス
ト
を
５
年
で
２
割
縮
減

目
標
：食
料
供
給
コ
ス
ト
を
５
年
で
２
割
縮
減
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＜
加
工
食
品
＞

加
工
代

加
工
代

小
売
小
売
経
費
経
費

人
件
費
、
運
賃
等

卸卸
売売
経
費
経
費

包
装
資
材
費

包
装
資
材
費

原
材
料
費

原
材
料
費

工
場
経
費

工
場
経
費

運
賃
、
広
告
費
等

人
件
費
、
燃
料

代
、
修
繕
費
等

人
件
費
、
運
賃
等

＜
外
食
＞

販
売
経
費

販
売
経
費

原
材
料
費

原
材
料
費

（
食
材
費
）

（
食
材
費
）

食
料
以
外

食
料
以
外

の
資
材

の
資
材

光
熱
動
力

費
、
食
器
類
、

広
告
等

人
件
費
、
設
備

投
資
費
用
等

卸卸
売売
経
費
経
費

販
売
経
費

販
売
経
費

原
材
料
費

原
材
料
費

（
食
材
費
）

（
食
材
費
）

食
料
以
外

食
料
以
外

の
資
材

の
資
材

光
熱
動
力

費
、
食
器
類
、

広
告
等

人
件
費
、
設
備

投
資
費
用
等

卸卸
売売
経
費
経
費

卸卸
売売
経
費
経
費

(ｱ
)安
定
的
な
原
料
調
達
、
共
同
購
入
等
に
よ
る
効
率
化

・
安
定
的
な
原
料
調
達
（
農
業
等
と
連
携
し
た
食
品
産
業
が
核
と
な
り
、
新
た
な
食
品
を

安
定
販
売
す
る
食
料
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
形
成
、
加
工
業
務
用
野
菜
に
関
す
る
生
産
者

と
食
品
産
業
事
業
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
食
品
産
業
の
農
業
参
入
等
）

・
共
同
購
入
等
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
の
活
用
（
業
界
に
お
け
る
共
同
購
買
・
配
送
・
保
管

等
の
共
同
化
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
等
の
資
材
購
入
）

・
規
格
外
品
の
利
用

生
鮮
段
階
（
加
工
原
料
用
を
含
む
）
に
お
け
る
食
料
供
給
コ
ス
ト

縮
減
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
着
実
な
推
進

・
低
価
格
資
材
の
供
給
や
効
率
利
用
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
の
縮
減

・
経
営
規
模
拡
大
、
技
術
開
発
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
の
縮
減

・
卸
売
市
場
改
革
や
物
流
効
率
化
等
に
よ
る
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減

・
品
質
や
形
状
等
に
関
す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
等
へ
の
効
率
的
な
対
応
に
よ
る
コ

ス
ト
縮
減

・
農
協
の
経
済
事
業
改
革
の
推
進
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
及
び
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減

(ｲ
)製
造
工
場
の
再
編
合
理
化
、
設
備
の
近
代
化
、
食
品
ロ
ス
の
抑

制
等
に
よ
る
製
造
販
売
経
費
縮
減
及
び
生
産
性
の
向
上

・
製
造
工
場
の
再
編
整
備
（
業
界
の
合
理
化
に
資
す
る
計
画
的
な
製
造
販
売
コ
ス
ト
縮

減
等
に
向
け
た
取
組
）

・
設
備
の
近
代
化
（
食
品
産
業
向
け
融
資
に
よ
る
施
設
の
更
新
・
改
良
・
新
設
等
に
係
る

長
期
低
利
融
資
等
）

・
技
術
開
発
・
導
入
（
IT
化
、
競
争
的
資
金
等
を
活
用
し
た
技
術
開
発
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備
の
導
入
等
）

・
情
報
化
を
通
じ
た
企
業
間
連
携
に
よ
る
取
引
の
効
率
化
（E
D
Iの
標
準
化
）

・
生
協
、
量
販
店
等
相
手
先
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
委
託
製
造
（
O

EM
）
、
製
造
工
程
一

括
請
負

・
労
働
力
不
足
へ
の
対
応
及
び
高
い
技
術
力
を
有
す
る
人
材
の
活
用
（
団
塊
世
代

の
活
用
等
）

・
食
品
ロ
ス
の
抑
制
（
需
要
に
応
じ
た
在
庫
管
理
、
食
品
廃
棄
物
の
有
効
利
用
等
）

・
外
食
店
舗
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
見
直
し
（
調
理
工
程
の
効
率
化
、
注
文
シ
ス
テ
ム

の
効
率
化
、
メ
ニ
ュ
ー
の
体
系
の
見
直
し
等
）

(ｳ
)I
T
化
等
を
通
じ
た
物
流
効
率
化
に
よ
る
流
通
コ
ス
ト
の
縮
減

・
物
流
の
効
率
化
（
通
い
容
器
の
標
準
化
、
電
子
タ
グ
等

IT
技
術
の
活
用
、
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
近
隣
等
へ
の
物
流
拠
点
の
再
編
や
フ
ル
ラ
イ
ン
化
、
三
温
度
帯
一
括
配
送
や

配
送
の
共
同
化
等
）

・
情
報
化
を
通
じ
た
企
業
間
連
携
に
よ
る
取
引
の
効
率
化
（
E
D
Iの
標
準
化
、
商
品

情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
共
通
化
等
）

(ｵ
)品
質
等
に
関
す

る
消
費
者
ニ
ー
ズ

や
、
環
境
対
策
等

へ
の
効
率
的
な

対
応
に
よ
る
コ
ス

ト
増
の
抑
制

・
食
品
産
業
の
事
業
活

動
に
関
す
る
消
費
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
充
実

・
消
費
者
へ
の
品
質
等

に
係
る
情
報
提
供
の

充
実

・
食
品
廃
棄
物
の
再
生

利
用
等
の
効
率
的
な

取
組
（
食
品
リ
サ
イ
ク

ル
シ
ス
テ
ム
の
構
築

等
）

・
容
器
包
装
等
資
材
の

軽
量
化
、
薄
肉
化

(ｴ
)川
上
か
ら
川
下

ま
で
一
貫
し
た
取

組
に
よ
る
コ
ス
ト

縮
減

・
食
料
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー

の
形
成
等
に
よ
る
食

農
連
携
の
構
築

・
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

構
築
（
企
業
間
の
情

報
共
有
化
に
よ
る
消

費
者
ニ
ー
ズ
に
即
応

し
た
商
品
の
供
給
体

制
の
強
化
や
在
庫
管

理
の
適
正
化
等
）

（
４
）
加
工
食
品
の
供
給
コ
ス
ト
の
構
成
と
食
品
産
業
が
行
っ
て
い
る
コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
取
組
と
の
関
係

トを５年で２割縮減トを５年で２割縮減



- 10 -

（７）水産物の食料供給コストの縮減
水産物に関して、消費地市場や物流、加工食品の製造、消費者への情報提供

に関する施策など食料として一体的に推進すべき施策については、前述の取組
の中で推進する。
更に、漁業生産資材及び水産物産地市場等については、以下の取組を推進す

る。
①漁業生産資材の生産・流通・利用の合理化の促進
漁船、漁具、燃油等の漁業生産資材費を低減させるため、漁業協同組合系統

（以下「漁協系統」という 、資材メーカーを始めとする関係者による生産・。）
流通の合理化に向けた取組と漁業者による生産現場での効率的な利用に向けた
取組を促進する。
特に、漁業経営に影響を与える燃油価格の高騰に対応し、流通の効率化によ

る燃油供給コストの縮減や、燃料効率が高い設備の導入による省エネ型漁業へ
の転換を促進する。また、老朽化が進み代船が緊急の課題となっている漁船に
ついて、標準船型の導入等によって漁業収益に応じた船価の実現を図る。
②水産物産地市場の改革等による流通コストの削減
国産水産物の競争力を強化するため、ロットをまとめ、規格を揃えて水産物

の安定供給を図る流通拠点を整備する。
このため、電子商取引による機能的な統合を含む産地市場の統廃合や産地市

場と消費地市場との垂直統合、買受人の新規参入による市場運営の改善等の産
地における取組を促進する。その際、こうした取組の方向性を明確化し、その
円滑な実施を促す観点から 「水産物産地市場の統合及び経営合理化に関する方、
針」の見直しを行う。
また、相当程度の取扱量・金額規模を有する地域を対象として、漁業者団体

等と最終実需者との直接取引に対する支援及び高度な衛生管理に対応した流通
施設の整備を重点的に実施するとともに、加工施設や保管施設の整備を促進す
る。
前浜ごとの様々な水産物の販路を求める産地と鮮度が良く安全な水産物を求

、 。 、める消費者とをつなぐ 産地直送を含む多様な流通経路の構築を図る その際
魚の旬など前浜の水産物に関する情報の発信を始めとして、情報インフラを活
用しつつ、積極的な情報交流を促進する。
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５ 今後、情報収集・現状分析等を進めるべきその他の事項 ５ 今後、情報収集・現状分析等を進めるべきその他の事項
アクションプランでは、重点的に取り組むべき課題として位置付けられなかっ委員からの指摘を踏まえ、直接的にはコスト縮減には結びつかないものや別途

検討を行っているもの 今後、情報収集や現状分析等を進めていく 委員からの指摘を踏まえ、直接的にはコスト縮減には等についても、 た以下の事項については、
必要がある。 結びつかないものや別途検討を行っているもの 今後、情報収集や現状分も含め、

析等を進めていく必要がある。
・鮮度、形状等に対する消費者ニーズの分析等
・利用権による担い手への面的な農地集積等の更なる促進方策のあり方
・食べ残しや食品の廃棄等に関する消費者への普及啓発の促進など環境保全等
への対応とコスト縮減の両立
・加工食品の製造・流通段階や外食段階における、産地との連携、生産性の向
上方策等

６ 食料供給コスト縮減のための取組の実施状況等の検証 ６ 食料供給コスト縮減のための取組の実施状況等の検証
食料供給コスト縮減の取組を進めるに当たっては、ＰＤＣＡ(Plan-Do-Check- 食料供給コスト縮減の取組を進めるに当たっては、ＰＤＣＡ(Plan-Do-Check-

Action)の仕組みを導入する。具体的には、アクションプランに基づいて実施した Action)の仕組みを導入する。具体的には、アクションプランに基づいて実施した
各年度の取組について、その実施状況・成果について点検を行うとともに、事例 各年度の取組について、その実施状況・成果について点検を行うとともに、事例
の分析等を通して施策の有効性を検証する。また、これら検証結果を踏まえ、食 の分析等を通して施策の有効性を検証する。また、これら検証結果を踏まえ、食
料供給コストの５年で２割縮減の達成を目指して、アクションプランの見直し、 料供給コストの５年で２割縮減の達成を目指して、アクションプランの見直し、
充実を図ることとする。その際、目標達成により農政上にどのような変化が生じ 充実を図ることとする。その際、目標達成により農政上にどのような変化が生じ
るかという点に留意することが必要である。 るかという点に留意することが必要である。

の具体的な検証 ①アクションプランに盛りこ の 状況 当面、生鮮（加工用原料を含む）段階食料供給コスト縮減 については、 食料供給コスト 縮減 については、
まれた取組についての生産性向上等の政策的効果の検証、②食料供給コストのマ の食料供給コストに関して、コストの計測可能性を踏まえつつ、検証していく。

、 、クロ的な検証 ③主要品目別の生産・流通コストのミクロ的な検証により総合的
複線的に行う。

７ 検証に当たって留意すべき事項 ７ 検証に当たって留意すべき事項
食料供給コスト縮減に向けた取組の検証に当たっては、生産コストや流通コス 食料供給コスト縮減に向けた取組の検証に当たっては、生産コストや流通コス

トに直接的に影響する生産資材の原材料や原油価格の高騰など経済情勢の変化に トに直接的に影響する生産資材の原材料や原油価格の高騰など経済情勢の変化に
留意する必要がある。 留意する必要がある。
また、食料供給コストの増加につながりうる今後の消費者ニーズや環境保全へ また、食料供給コストの増加につながりうる今後の消費者ニーズや環境保全へ

の関心の高まり等の変化にも留意する必要がある。 の関心の高まり等の変化にも留意する必要がある。
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資料８－２－２
食料供給コスト縮減アクションプラン（別添）の改定案

変 更 案 現 行

重点的に取り組むべき課題に係る取組 重点的に取り組むべき課題に係る取組

１ 低価格資材の供給や効率利用等による生産コストの縮減 低価格資材の供給や効率利用等による生産コストの縮減１

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体 項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 低価格資材の供給 ○ 低価格資材の供給

①低価格な肥料の供給促進 ○ヨルダンから輸入した低価格な高度化成肥料の供給を地 36%(注)（16年） 全国農業協同組合 ①低価格な肥料の供給促進 ○ヨルダンから輸入した低価格な高度化成肥料の供給を地 36%(注)（16年） 全国農業協同組合

域の実情に応じて推進し、高度化成肥料における輸入高度 →43%（22年） 連合会 域の実情に応じて推進し、高度化成肥料における輸入高度 →43%（22年） 連合会

化成肥料の普及割合を拡大。 注：化学肥料全 化成肥料の普及割合を拡大。 注：化学肥料全

体に占める普及 体に占める普及

割合は5.1％。 割合は5.1％。

○ＢＢ（バルク・ブレンド）肥料の広域流通の推進等により、 47%（16年） 全国農業協同組合 ○ＢＢ（バルク・ブレンド）肥料の広域流通の推進等により、 47%（16年） 全国農業協同組合

高度複合肥料におけるＢＢ肥料の普及割合を拡大。 →50%(22年) 連合会・経済農業 高度複合肥料におけるＢＢ肥料の普及割合を拡大。 →50%(22年) 連合会・経済農業

（全農・経済連分） 協同組合連合会 （全農・経済連分） 協同組合連合会

全国肥料商連合会 全国肥料商連合会

○科学的知見、事故の発生リスク等を踏まえ、化学肥料に 農林水産省

ついて可能な限り登録有効期間を延長（３年→６年)

②低価格な農薬の普及促進 ○包装経費の削減等による低価格な大型包装品（基準規 17品目（16年） 全国農業協同組合 ②低価格な農薬の普及促進 ○包装経費の削減等による低価格な大型包装品（基準規 17品目（16年） 全国農業協同組合

格対比▲５～▲38%）の品目数を拡大。 →40品目（22年） 連合会 格対比▲５～▲38%）の品目数を拡大。 →40品目（22年） 連合会

○拡散技術の向上により増量剤の低減を図ることにより輸 66%（16年） 農薬工業会 ○拡散技術の向上により増量剤の低減を図ることにより輸 66%（16年） 農薬工業会

送費等が低減できる軽量除草剤（価格低減率▲４％)の北 →80%（22年） 送費等が低減できる軽量除草剤（価格低減率▲４％)の北 →80%（22年）

海道における稲作農家への普及を拡大。 海道における稲作農家への普及を拡大。

○特許が切れた有効成分を原料とする低価格なジェネリッ ８%（16年） 全国農業協同組合 ○特許が切れた有効成分を原料とする低価格なジェネリッ ８%（16年） 全国農業協同組合

ク農薬（価格低減率▲15～▲30％）の普及率を拡大。 →20%(22年) 連合会 ク農薬（価格低減率▲15～▲30％）の普及率を拡大。 →20%(22年) 連合会

先行農薬である 先行農薬である

アセフェート剤に アセフェート剤に

占める割合 占める割合

③低価格な農業機械の供給 ○基本性能を確保しつつ､機能の特化等により従来機種よ 41%(17年) 全国農業協同組合 ③低価格な農業機械の供給 ○基本性能を確保しつつ､機能の特化等により従来機種よ 41%(17年) 全国農業協同組合

りも１割程度低価格な「低コスト支援農機」の担い手向け大 →54%(22年） 連合会 りも１割程度低価格な「低コスト支援農機」の担い手向け大 →54%(22年） 連合会

型機種に占める普及割合を拡大（全農においては、担い手 （全農分） 全国農業機械商業 型機種に占める普及割合を拡大（全農においては、担い手 （全農分） 全国農業機械商業

向け韓国トラクタの輸入取扱や国産の 独自型 協同組合連合会 向け韓国トラクタの輸入取扱や国産の独自型式 の 協同組合連合会ＪＡグループ トラクタ

式の 行う）。 行う）。設定・機種拡大を 取扱も

○全農等販売業者や農業者のニーズを踏まえ、 大型機種 (社)日本農業機械 ○全農等販売業者や農業者のニーズを踏まえ、 大型機種 (社)日本農業機械

を含む低コスト支援農機の供給を適切に実施。 工業会 を含む低コスト支援農機の供給を適切に実施。 工業会

④肥料の製造設備の合理化等 ○肥料の製造施設について、稼働率の向上や交錯輸送の 肥料製造８団体 ④肥料の製造設備の合理化等 ○肥料の製造施設について、稼働率の向上や交錯輸送の 肥料製造８団体

の推進 抑制等に資するＯＥＭ（相手先ブランド製造）の実施等によ の推進 抑制等に資するＯＥＭ（相手先ブランド製造）の実施等によ

り製造設備の合理化を推進。 り製造設備の合理化を推進。

⑤農業機械の型式･仕様の集 ○製造コストの縮減に向け、主要農業機械（トラクタ、田植 17年に対して仕 (社)日本農業機 ⑤農業機械の型式･仕様の集 ○製造コストの縮減に向け、主要農業機械（トラクタ、田植 17年に対して仕 (社)日本農業機
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約化等 機及びコンバイン)の型式･仕様数の集約化、部品の共通化 様数を５％削減 械工業会 約化等 機及びコンバイン)の型式･仕様数の集約化、部品の共通化 様数を５％削減 械工業会

・点数の削減、ＯＥＭ等を推進。 （22年） ・点数の削減、ＯＥＭ等を推進。 （22年）

⑥中古農業機械の活用促進 ○中古農業機械について、インターネットによる情報提供、 全国農業協同組合 ⑥中古農業機械の活用促進 ○中古農業機械について、インターネットによる情報提供、 全国農業協同組合332ヶ所(17年)

展示会の開催等による活用促進 連合会 展示会の開催等による活用促進 連合会→550ヶ所(22年)

全国農業機械商業 全国農業機械商業（中古農業機械の

協同組合連合会 協同組合連合会インターネットによ

る情報の共有化に

取り組むＪＡ農機セ

ンター数）

⑦高性能農業機械の開発・実 ○農政の推進方向、現場ニーズ等に即して、産学官連携等 農林水産省、生物 ⑦高性能農業機械の開発・実 ○農政の推進方向、現場ニーズ等に即して、産学官連携等 農林水産省、生物

用化の促進 により民間企業等の技術等を活かしながら、高性能農業機 系特定産業技術研 用化の促進 により民間企業等の技術等を活かしながら、高性能農業機 系特定産業技術研

械を効率的に開発。 究支援センター 械を効率的に開発。 究支援センター

⑧低コスト耐候性ハウスの導 ○低コスト耐候性ハウス（▲30％：鉄骨ハウス比）の導入を 累計導入件数 農林水産省、全国 ⑧低コスト耐候性ハウスの導 ○低コスト耐候性ハウス（▲30％：鉄骨ハウス比）の導入を 累計導入件数 農林水産省、全国

入促進等 推進するとともに、 一層の施設設置コストの低減に向け超 104件（16年） 農業協同組合連合 入促進等 推進するとともに、 一層の施設設置コストの低減に向け超 104件（16年） 農業協同組合連合

低コストハウス（同▲50％）の開発・実用化を推進。 →350件（22年） 会 低コストハウス（同▲50％）の開発・実用化を推進。 →350件（22年） 会

（全農分） （全農分）

⑨配合飼料の製造の合理化等 ○地域ブロック別飼料会社の更なる広域化、工場の統廃合 6社→3社（21年） 全国農業協同組合 ⑨配合飼料の製造の合理化等 ○地域ブロック別飼料会社の更なる広域化、工場の統廃合 6社→3社（21年） 全国農業協同組合

等の合理化を推進。（飼料会社１社当たりの供給量を拡大） 連合会 等の合理化を推進。（飼料会社１社当たりの供給量を拡大） 連合会

地域飼料会社 地域飼料会社

の広域合併を の広域合併を

推進し、飼料会 推進し、飼料会

社１社当たりの 社１社当たりの

供給量200万ト 供給量200万ト

ン以上を目指 ン以上を目指

す。 す。

○主要メーカー等における配合飼料価格の公表等生産者 全国農業協同組合 ○主要メーカー等における配合飼料価格の公表等生産者 全国農業協同組合

への情報提供の充実。 連合会、主要飼料 への情報提供の充実。 連合会、主要飼料

メーカー メーカー

○ 生産資材の流通の合理化 ○ 生産資材の流通の合理化

⑩肥料の港湾等からの直行価 ○輸入高度化成肥料における多段階輸送の解消による運 ０％（16年） 全国農業協同組合 ⑩肥料の港湾等からの直行価 ○輸入高度化成肥料における多段階輸送の解消による運 ０％（16年） 全国農業協同組合

格の設定等 賃や倉庫保管料等の削減を図るため、新たに港湾等からの →3.8%(22年) 連合会 格の設定等 賃や倉庫保管料等の削減を図るため、新たに港湾等からの →3.8%(22年) 連合会

農家への直行価格（従来比▲10～▲15％）を設定し、その 輸入高度化成 農家への直行価格（従来比▲10～▲15％）を設定し、その 輸入高度化成

普及を図る。また、国産品についても順次メーカー等との交 肥料分 普及を図る。また、国産品についても順次メーカー等との交 肥料分

渉により取扱品目を拡大。 渉により取扱品目を拡大。

○港湾等からの直行の取扱量のうち、生産者の自己取りに 条件が整い次第 全国農業協同組合 ○港湾等からの直行の取扱量のうち、生産者の自己取りに 条件が整い次第 全国農業協同組合

よるものは更なる安価な価格(注）を設定し、主要地域にお 価格を設定 連合会 よるものは更なる安価な価格(注）を設定し、主要地域にお 価格を設定 連合会

いて実施。 いて実施。

（注：港湾・倉庫又は工場まで、直接農家が取りに来た場合 （注：港湾・倉庫又は工場まで、直接農家が取りに来た場合

の配送料金を値引きした価格） の配送料金を値引きした価格）

⑪肥料等の物流の合理化 ○広域をカバーする農家配送拠点の設置数を拡大。 115ヵ所(16年) 全国農業協同組合 ⑪肥料等の物流の合理化 ○広域をカバーする農家配送拠点の設置数を拡大。 115ヵ所(16年) 全国農業協同組合

→300ヵ所(22年) 連合会 →300ヵ所(22年) 連合会

○需要や受入施設の整備状況に応じて、バラ・フレコン流通 全国農業協同組合 ○需要や受入施設の整備状況に応じて、バラ・フレコン流通 全国農業協同組合

を促進。 連合会 を促進。 連合会

肥料製造８団体 肥料製造８団体

○大型包装の農薬や低価格肥料の流通・販売の推進など 全国農業協同組合
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担い手の経営におけるコスト縮減に重点をおいた営農・販 連合会

売・購買が一体となった流通体制の構築を推進。

⑫農薬の有効期限の延長化等 ○物理化学的観点から有効期限の長期化が可能と判断で 有効期限２～３ 農薬工業会 ⑫農薬の有効期限の延長化等 ○物理化学的観点から有効期限の長期化が可能と判断で 有効期限２～３ 農薬工業会

きた薬剤について有効期限を順次延長。 年を３～５年を きた薬剤について有効期限を順次延長。 年を３～５年を

目途に延長 目途に延長

○現場販売員の育成と併せ、農家への効率的な農薬利用 返品率を削減す 全国農薬協同組合 ○現場販売員の育成と併せ、農家への効率的な農薬利用 返品率を削減す 全国農薬協同組合

の指導推進、製造メーカーへの期限切れ返品の削減による る組合員の割合 の指導推進、製造メーカーへの期限切れ返品の削減による る組合員の割合

トータルコストの削減を促進。 の増加 トータルコストの削減を促進。 の増加

⑬農業機械の割引制度の活用 ○農業機械の購入に当たり、流通在庫の軽減が図られ、有 全国農業協同組合 ⑬農業機械の割引制度の活用 ○農業機械の購入に当たり、流通在庫の軽減が図られ、有 全国農業協同組合

促進 利な条件で取引できる計画注文による割引制度について、 連合会 促進 利な条件で取引できる計画注文による割引制度について、 連合会

農協等に対してＰＲ活動や周知徹底等によりその活用を拡 農協等に対してＰＲ活動や周知徹底等によりその活用を拡

大。 大。

⑭担い手への営農用燃料等の ○担い手向け価格について、新規対象品目（営農用燃料 全国農業協同組合 ⑭担い手への営農用燃料等の ○担い手向け価格について、新規対象品目（営農用燃料 全国農業協同組合

供給価格の縮減 等）の選定と価格条件、奨励措置の設定。 連合会 供給価格の縮減 等）の選定と価格条件、奨励措置の設定。 連合会

○ 生産資材の効率利用等 ○ 生産資材の効率利用等

⑮効率的な施肥技術の普及促 ○モデル地区を設定して、効率的な施肥技術の導入を推進 モデル地区にお 農林水産省 ⑮効率的な施肥技術の普及促 ○モデル地区を設定して、効率的な施肥技術の導入を推進 モデル地区にお 農林水産省

進 することを通じて、稲作の生産資材の合理的利用体系の確 ける稲作の３資 進 することを通じて、稲作の生産資材の合理的利用体系の確 ける稲作の３資

立を支援。 材(肥料、農薬及 立を支援。 材(肥料、農薬及

び農業機械)に び農業機械)に

係るコストを３年 係るコストを３年

で15％削減 で15％削減

○土壌診断・施肥設計ソフトの普及を拡大。 215本(16年) 全国農業協同組合 ○土壌診断・施肥設計ソフトの普及を拡大。 215本(16年) 全国農業協同組合

→400本(22年) 連合会 →400本(22年) 連合会

○地域の施肥基準を基にきめ細かな施肥設計の普及を推進。 土壌診断に基づ 都道府県 ○地域の施肥基準を基にきめ細かな施肥設計の普及を推進。 土壌診断に基づ 都道府県

く適正施肥の推 く適正施肥の推

進 進

⑯合理的な農薬利用の促進 ○モデル地区を設定して、農薬の効率的な施用技術の導入 モデル地区にお 農林水産省 ⑯合理的な農薬利用の促進 ○モデル地区を設定して、農薬の効率的な施用技術の導入 モデル地区にお 農林水産省

を推進することを通じて、稲作の生産資材の合理的利用体 ける稲作の３資 を推進することを通じて、稲作の生産資材の合理的利用体 ける稲作の３資

系の確立を支援。 材（肥料､農薬及 系の確立を支援。 材（肥料､農薬及

び農業機械） に び農業機械） に

係るコストを３年 係るコストを３年

で15％削減 で15％削減

○水稲いもち病抵抗性品種等の病害虫抵抗性の優れた新 コシヒカリＢＬ等 農林水産省、都道 ○水稲いもち病抵抗性品種等の病害虫抵抗性の優れた新 コシヒカリＢＬ等 農林水産省、都道

品種の普及を推進。 の奨励品種採用 府県 品種の普及を推進。 の奨励品種採用 府県

の促進 の促進

○ 使用農薬・回数 ○防除暦の見直しや農薬の適正使用を指導。 使用農薬・回数 全国農業協同組合病害虫・雑草の発生状況に応じ、天敵等の利用による最 農林水産省

の削減 全国農業協同組合 の削減 連合会、都道府県適な防除手段を講じる総合的な管理システムの普及推進、

防除暦の見直しや農薬の適正使用を指導。 連合会、都道府県

⑰農業機械の稼働面積の拡大 ○モデル地区を設定して、農業機械の稼働面積の拡大に資 モデル地区にお 農林水産省 ⑰農業機械の稼働面積の拡大 ○モデル地区を設定して、農業機械の稼働面積の拡大に資 モデル地区にお 農林水産省

する作期分散技術等を導入するとともに、集落内の余剰農 ける稲作の３資 する作期分散技術等を導入するとともに、集落内の余剰農 ける稲作の３資

機の処分等の取組を併せて推進することにより、稲作の生 材(肥料、農薬及 機の処分等の取組を併せて推進することにより、稲作の生 材(肥料、農薬及

産資材の合理的利用体系の確立を支援。 び農業機械)に 産資材の合理的利用体系の確立を支援。 び農業機械)に

係るコストを３年 係るコストを３年

で15％削減 で15％削減
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○農業機械の適正導入の推進、担い手への作業集積、経 農業機械の稼働 都道府県 ○農業機械の適正導入の推進、担い手への作業集積、経 農業機械の稼働 都道府県

営組織体の前段階としての農作業受委託組織や農業機械 面積の拡大 営組織体の前段階としての農作業受委託組織や農業機械 面積の拡大

の共同利用組織の育成を推進。 の共同利用組織の育成を推進。

○農業機械の適正導入・効率利用を指導する機械化プラン 全農協(約8 0 0 全国農業協同組合 ○農業機械の適正導入・効率利用を指導する機械化プラン 全農協 (約8 0 0 全国農業協同組合

ナー（農協職員）を育成。 名) 連合会 ナー（農協職員）を育成。 名) 連合会

⑱農業機械の長期利用のため ○農業機械の長期使用傾向に対応した部品供給体制の整備。 (社)日本農業機械 ⑱農業機械の長期利用のため ○農業機械の長期使用傾向に対応した部品供給体制の整備。 (社)日本農業機械

の点検整備等の推進 ・供給年限ガイドラインによる補修用部品の長期安定供給 法定耐用年数＋ 工業会 の点検整備等の推進 ・供給年限ガイドラインによる補修用部品の長期安定供給 法定耐用年数＋ 工業会

４年 ４年

・部品供給センターの即納率の維持 発注から１～２ ・部品供給センターの即納率の維持 発注から１～２

日中に納品でき 日中に納品でき

る割合：95%以上 る割合：95%以上

の確保 の確保

○農業機械の長期使用のための定期点検・整備の推進。 全国農業協同組合 ○農業機械の長期使用のための定期点検・整備の推進。 全国農業協同組合

連合会 連合会

全国農業機械商業 全国農業機械商業

協同組合連合会 協同組合連合会

○ その他生産コストの縮減 ○ その他生産コストの縮減

⑲共同利用施設の利用料金の ○米等の「大規模乾燥調製貯蔵施設の利用体制の整備に 農業協同組合 ⑲共同利用施設の利用料金の ○米等の「大規模乾燥調製貯蔵施設の利用体制の整備に 農業協同組合

引下げ 係る計画」に基づき、既存のサイロ等を活用した施設の更 引下げ 係る計画」に基づき、既存のサイロ等を活用した施設の更

新・能力増強による建設コストの縮減や担い手を核とした施 新・能力増強による建設コストの縮減や担い手を核とした施

設利用体制の整備等に取り組み、共同利用施設の利用料 設利用体制の整備等に取り組み、共同利用施設の利用料

金の引下げを実施。 金の引下げを実施。

○個別施設毎に毎年の利用改善の状況等を把握・指導。 農林水産省 ○個別施設毎に毎年の利用改善の状況等を把握・指導。 農林水産省

⑳施設園芸における省エネ対 ○自然エネルギーの活用やエネルギー利用効率を大幅に エネルギー使用 農林水産省 ⑳施設園芸における省エネ対 ○自然エネルギーの活用やエネルギー利用効率を大幅に エネルギー使用 農林水産省

策の実施等による光熱動力費 高める革新技術の導入等を推進。 量の削減 策の実施等による光熱動力費 高める革新技術の導入等を推進。 量の削減

の縮減 の縮減

新技術の導入等による労働 ○土地利用型作物については､大規模経営体に相応しい革 品目横断的経営 農林水産省、都道 新技術の導入等による労働 ○土地利用型作物については､大規模経営体に相応しい革 品目横断的経営 農林水産省、都道○ ○21 21

時間の短縮 新的技術を組み合わせたモデル経営体の育成を通じた､水 安定対策の対象 府県 時間の短縮 新的技術を組み合わせたモデル経営体の育成を通じた､水 安定対策の対象 府県

稲直播栽培や大豆不耕起栽培等の省力化技術の普及を推 経営の１％程度 稲直播栽培や大豆不耕起栽培等の省力化技術の普及を推 経営の１％程度

進。 をモデル経営体 進。 をモデル経営体

として育成 として育成

○野菜等園芸作物については、リレー利用を含めた野菜の 農林水産省 ○野菜等園芸作物については、リレー利用を含めた野菜の 農林水産省

機械化一貫体系の導入や共同選別の実施、果樹園の基盤 機械化一貫体系の導入や共同選別の実施、果樹園の基盤

整備やわい化栽培、低樹高仕立て栽培、労働時間の長い 整備やわい化栽培、低樹高仕立て栽培、労働時間の長い

着色管理作業（玉回し、葉積み等）を大幅に削減できる高着 着色管理作業（玉回し、葉積み等）を大幅に削減できる高着

色系品種への転換を推進。 色系品種への転換を推進。

○畜産については、ほ乳ロボット等新技術の導入等による 農林水産省 ○畜産については、ほ乳ロボット等新技術の導入等による 農林水産省

飼養管理技術の高度化、コントラクター、ヘルパー等のサー 飼養管理技術の高度化、コントラクター、ヘルパー等のサー

ビス事業体による作業の外部化等を推進。 ビス事業体による作業の外部化等を推進。

新品種や新技術の導入等 ○土地利用型作物については、病害虫の抵抗性等品種の 農林水産省、都道 新品種や新技術の導入等 ○土地利用型作物については、病害虫の抵抗性等品種の 農林水産省、都道○ ○22 22

による単収の向上、安定化 導入や不耕起密植栽培、春まき小麦の根雪前（１１月上旬） 府県、農業団体 による単収の向上、安定化 導入や不耕起密植栽培、春まき小麦の根雪前（１１月上旬） 府県、農業団体

播種等の新技術の導入を推進。 播種等の新技術の導入を推進。
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○野菜等園芸作物については、多収性品種及び大玉化・高 農林水産省、 ○野菜等園芸作物については、多収性品種及び大玉化・高 農林水産省、

単収栽培技術の実証・普及を推進。また、施設園芸分野に (社）日本施設園芸 単収栽培技術の実証・普及を推進。また、施設園芸分野に (社）日本施設園芸

おいては、「スーパーホルトプロジェクト協議会」を発足させ、 協会 おいては、「スーパーホルトプロジェクト協議会」を発足させ、 協会

民間活力主導の下に産学官が連携して、園芸施設・装置コ 民間活力主導の下に産学官が連携して、園芸施設・装置コ

ストの低減と生産力の増加を推進。 ストの低減と生産力の増加を推進。

○畜産については、家畜改良を推進し、乳量、増体等の家 農林水産省 ○畜産については、家畜改良を推進し、乳量、増体等の家 農林水産省

畜の能力向上を促進。 畜の能力向上を促進。

○ 農林水産省による助言・指導等 ○ 農林水産省による助言・指導等

農林水産省による助言・指 ○上記の取組につき、関係団体等からの取組状況の自己 農林水産省 農林水産省による助言・指 ○上記の取組につき、関係団体等からの取組状況の自己 農林水産省○ ○23 23

導等 点検・分析結果の報告（毎年）やブロック会議、意見交換（随 導等 点検・分析結果の報告（毎年）やブロック会議、意見交換（随

時）等を通じて進捗状況をフォローアップするとともに、必要 時）等を通じて進捗状況をフォローアップするとともに、必要

に応じて助言、指導等を実施。 に応じて助言、指導等を実施。
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２ 経営規模拡大、技術開発等による生産コストの縮減 経営規模拡大、技術開発等による生産コストの縮減２

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体 項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 経営規模の拡大 ○ 経営規模の拡大

①担い手への農地の利用集積 ○認定農業者の育成・確保と集落営農の組織化・法人化 農林水産省 ①担い手への農地の利用集積 ○認定農業者の育成・確保と集落営農の組織化・法人化 農林水産省平成２７年に効 担い手への農地

率的かつ安定的 利用集積面積をの促進 の推進を図るために、担い手育成総合支援協議会による の促進 の推進を図るために、担い手育成総合支援協議会による

な農業経営が経 毎年度４．２万ha集落内の農地等に関する情報整備や優良農地確保のた 集落内の農地等に関する情報整備や優良農地確保のた

営する農地が、 増加めの監視活動、農地利用調整活動などを支援。 めの監視活動、農地利用調整活動などを支援。

全耕地の７～８

○農地保有合理化事業の促進を図るために、農地保有合 全国農地保有合理 ○農地保有合理化事業の促進を図るために、農地保有合 全国農地保有合理割程度とする。

理化法人などを対象とした全国での会議（９ブロック）や研 化協会 理化法人などを対象とした全国での会議（９ブロック）や研 化協会

修会（全３回）の開催を支援。 修会（全３回）の開催を支援。

○インターネットにより農地情報を公開し、地域 外から 農林水産省 ○ イ 農林水産省内 広 農地の利用集積を広域的・集団的に促進するために、

農地の を募集できる仕組みを構築。 ンターネット により農地情報を公開し、地域外から 農地範に 出し手・受け手 等 も

の を募集できる仕組みを構築。引受希望者

○ 担い手に農地を まとま 農林水産省 農林水産省地域合意に基づき、 面的に りのあ ○農地の利用集積及び集団化推進施策を検討するため

る を実施 に、担い手への農地の利用集積及び集団化に関する調査形で集積するための支援 。

を実施。

農林水産省 ○ 農林水産省平成１９年度予算において、規模拡大に伴ってほ場が分

担い手に農地をまとま散しがちな現場の実態に対応して、

形で 集積するための支援 。った 団地化して 措置を要求

○ 農地の効率的利用 ○ 農地の効率的利用

②企業等の農外からの新規参 ○参入を希望する企業等への農地情報の提供等地域と企 参入法人数を、 農林水産省 ②企業等の農外からの新規参 ○参入を希望する企業等への農地情報の提供等地域と企 参入法人数を、 農林水産省

入の促進 業等とのマッチングの推進、企業等に対する制度資金の 平成２２年度末ま 入の促進 業等とのマッチングの推進、企業等に対する制度資金の 平成２２年度末ま

融資などの支援を実施。 でに現在の３倍 融資などの支援を実施。 でに現在の３倍

増の500法人とす 増の500法人とす

る。 る。

○ 新技術の開発による生産コストの縮減 ○ 新技術の開発による生産コストの縮減

③技術開発による省力化 ○生産性の高い水田輪作・畑輪作システム、収益性の高 独立行政法人等 農林水産省 ③技術開発による省力化 ○生産性の高い水田輪作・畑輪作システム、収益性の高 独立行政法人等 農林水産省

い園芸生産システムを確立するための研究開発を実施。 による左記の着 い園芸生産システムを確立するための研究開発を実施。 による左記の着

・水田輪作体系における不耕起播種技術の開発 実な推進 ・水田輪作体系における不耕起播種技術の開発 実な推進

・馬鈴しょ収穫の効率化に資する土壌管理技術の開発 ・馬鈴しょ収穫の効率化に資する土壌管理技術の開発

・園芸用施設の低コスト化のための工法の開発 等 ・園芸用施設の低コスト化のための工法の開発 等

○病害虫抵抗性品種や省力化のための機械化適性の高 ○病害虫抵抗性品種や省力化のための機械化適性の高

い品種の育成 い品種の育成

④高性能農業機械の開発・実 ○農政の推進方向、現場ニーズ等に即して、産学官連携 高性能農業機械 農林水産省、生物 ④高性能農業機械の開発・実 ○農政の推進方向、現場ニーズ等に即して、産学官連携 高性能農業機械 農林水産省、生物

用化の促進 （再掲） 等により民間企業等の技術等を活かしながら、高性能農 の開発・実用化 系特定産業技術研 用化の促進 （再掲） 等により民間企業等の技術等を活かしながら、高性能農 の開発・実用化 系特定産業技術研

業機械を効率的に開発。 の促進 究支援センター 業機械を効率的に開発。 の促進 究支援センター
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３ 卸売市場改革や物流効率化等による流通コストの縮減 卸売市場改革や物流効率化等による流通コストの縮減３

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体 項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 卸売市場改革の推進 ○ 卸売市場改革の推進

①卸売市場の再編・合理化 ○再編措置に取り組むことが必要な中央卸売市場につい 農林水産省 ①卸売市場の再編・合理化 ○再編措置に取り組むことが必要な中央卸売市場につい 農林水産省再編措置に取り 卸・仲卸業者の

平成１８年度中 組む市場（９市場 （平成１８年 従業員１人当たりては、具体的な取組内容及び実施時期を ては、具体的な取組内容及び実施時期を決定

に したところ 本決 （22年度末まで）） 度中） 取扱金額の向上決定 （中央卸売市場整備計画に記載）。 （中央卸売市場整備計画に記載）。

定を踏まえ、再編措置に取り組む中央卸市場は措置を実 （対前年比）

施。

○産地の大型化等に伴う「転送」の増加を踏まえ、地方及 農林水産省卸・仲卸業者の

新たに共同集荷 従業員１人当たり○産地の大型化等に伴う「転送」の増加を踏まえ、地方及 農林水産省 び大都市周辺の卸売市場の連携による最適な物流システ

に参加する市場 取扱金額の向上び大都市周辺の卸売市場の連携による最適な物流システ ムの確立に向けた実証試験等を実施。

数（115市場（20 （対前年比）ムの確立に向けた実証試験等を実施。

年度まで））

②商物分離によるダイレクト物 ○平成１６年の卸売市場法の改正により、流通の効率化 商物分離電子商 農林水産省 ②商物分離によるダイレクト物 ○平成１６年の卸売市場法の改正により、流通の効率化 商物分離電子商 農林水産省

流の促進 を図る観点から、インターネット等を活用した電子商取引を 取引導入中央卸 流の促進 を図る観点から、インターネット等を活用した電子商取引を 取引導入中央卸

行う場合、物品を市場に搬入して取引しなければならない 売市場の拡大 行う場合、物品を市場に搬入して取引しなければならない 売市場の拡大

商物一致規制が緩和されたところ。 ３％(１８年度）→ 商物一致規制が緩和されたところ。 ３％(１８年度）→

本改正を踏まえ、モデル地区における電子商取引シス ４０～５０％（２２ 本改正を踏まえ、モデル地区における電子商取引シス ４０～５０％（２２

テムの開発、取引業務や市場内の仕分け・搬送業務等に 年度） テムの開発、取引業務や市場内の仕分け・搬送業務等に 年度）

係る経費削減効果の実証等を実施。 係る経費削減効果の実証等を実施。

③卸売手数料の弾力化、買付 ○平成１６年の卸売市場法の改正により、開設者の裁量 農林水産省 ③卸売手数料の弾力化、買付 ○平成１６年の卸売市場法の改正により、開設者の裁量 農林水産省先進的取組の普 卸・仲卸業者の

及拡大（約２０件 従業員１人当たり集荷の自由化 により機能・サービスに見合った卸売手数料を徴収するこ 集荷の自由化 により機能・サービスに見合った卸売手数料を徴収するこ

／年）（③④共通） 取扱金額の向上とが可能とされるとともに（※平成２１年度施行） 、委託集 とが可能とされるとともに（※平成２１年度施行） 、委託集

（対前年比）荷の原則が廃止され、消費者の動向に的確に対応した商 荷の原則が廃止され、消費者の動向に的確に対応した商

品の計画的かつ効率的な集荷が可能となったところ。 品の計画的かつ効率的な集荷が可能となったところ。

本改正を踏まえ、第８次卸売市場整備基本方針（目標 本改正を踏まえ、第８次卸売市場整備基本方針（目標

年度：平成２２年度）に基づき、「安全・安心」で「効率的」な 年度：平成２２年度）に基づき、「安全・安心」で「効率的」な

流通システムへの転換等を図るため、関係者による取組 流通システムへの転換等を図るため、関係者による取組

状況や先進事例等の把握、周知を実施。 状況や先進事例等の把握、周知を実施。

④卸売市場管理運営への民間 ○卸売市場の管理運営について、 農林水産省 ④卸売市場管理運営への民間 ○卸売市場の管理運営について、 農林水産省先進的取組の普 卸売市場開設者

及拡大（約２０件 による取組の拡活力の導入 ・指定管理者制度の導入や民間委託等により管理業務の 活力の導入 ・指定管理者制度の導入や民間委託等により管理業務の

／年）（③④共通） 大アウトソーシングを推進 アウトソーシングを推進

・移転新設や大規模増改築等に係る施設整備については ・移転新設や大規模増改築等に係る施設整備については

原則としてPFI事業を活用 原則としてPFI事業を活用

により、民間活力の導入を促進。 により、民間活力の導入を促進。

○ 物流の効率化 ○ 物流の効率化

⑤通い容器の普及 ○通い容器のメリットについての生産者、卸売業者、小売 通い容器の本格 農林水産省 ⑤通い容器の普及 ○通い容器のメリットについての生産者、卸売業者、小売 通い容器の本格 農林水産省

業者等への普及・啓発、卸売市場を中心として通い容器の 的な普及 業者等への普及・啓発、卸売市場を中心として通い容器の 的な普及

円滑な流通を実現するための拠点の確保、通い容器供給 （１７年の普及率 円滑な流通を実現するための拠点の確保、通い容器供給 （１７年の普及率

事業者も含む関係者による取組体制の構築の推進等を通 ３．１％） 事業者も含む関係者による取組体制の構築の推進等を通 ３．１％）

じて、通い容器の利用の拡大を促進。 じて、通い容器の利用の拡大を促進。

⑥電子タグやＥＤＩの導入などＩ ○検品等の物流プロセスに電子タグを導入し、電子化され 電子タグを導入し 農林水産省 ⑥電子タグやＥＤＩの導入などＩ ○検品等の物流プロセスに電子タグを導入し、電子化され 電子タグを導入し 農林水産省

Ｔ技術の活用 た取引情報の活用と相まって物流作業の効率化を図るた た市場における Ｔ技術の活用 た取引情報の活用と相まって物流作業の効率化を図るた た市場における

め、卸売市場を中心とする生鮮食品流通に電子タグを導 物流作業コストを め、卸売市場を中心とする生鮮食品流通に電子タグを導 物流作業コストを

入した作業体系について、産地・卸売市場・小売の各流通 4分の１程度削減 入した作業体系について、産地・卸売市場・小売の各流通 4分の１程度削減
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段階における実証実験を実施。本実証実験を通じ、電子タ 段階における実証実験を実施。本実証実験を通じ、電子タ

グ活用の作業体系を確立・普及し、これを導入した市場に グ活用の作業体系を確立・普及し、これを導入した市場に

おける物流作業コストを削減。 おける物流作業コストを削減。

○関係省庁と連携しつつ、次世代ＥＤＩの普及に向けた標準 電子商取引を実施 農林水産省

化等の取組を推進 する食品流通業者

等の割合（31.8％

（18年度）→50.0％

（23年度））

⑦低廉な輸送手段の活用 ○生鮮食品輸送のモーダルシフト（トラックから鉄道等への 生鮮食品の輸送 農林水産省 ⑦低廉な輸送手段の活用 ○生鮮食品輸送のモーダルシフト（トラックから鉄道等への 生鮮食品の輸送 農林水産省

転換）促進に向け、ロット(コンテナ積載容量)や帰り荷の確 における鉄道等 転換）促進に向け、ロット(コンテナ積載容量)や帰り荷の確 における鉄道等

保といった課題を克服するための方策の検討、具体的な の利用の普及 保といった課題を克服するための方策の検討、具体的な の利用の普及

効果等の検証を実施。 効果等の検証を実施。

⑧配送の共同化、都市内物流 ○先進事例等の収集、食品関連事業者への情報提供等 食品関連事業者 農林水産省 ⑧配送の共同化、都市内物流 ○先進事例等の収集、食品関連事業者への情報提供等 食品関連事業者 農林水産省

の効率化 による事業者の主体的な取組の支援等により、関係省庁 による取組の拡 の効率化 による事業者の主体的な取組の支援等により、関係省庁 による取組の拡

と連携しつつ、配送の共同化等の都市内物流の効率化を 大 と連携しつつ、配送の共同化等の都市内物流の効率化を 大

推進。 推進。

⑨物流拠点の再編 ○高速道路、空港、港湾等の周辺といった立地上最適な 流通業務の総合 農林水産省 ⑨物流拠点の再編 ○高速道路、空港、港湾等の周辺といった立地上最適な 流通業務の総合 農林水産省

物流拠点施設の活用による効率的な流通業務の実現を図 化及び効率化の 物流拠点施設の活用による効率的な流通業務の実現を図 化及び効率化の

るため、関係省庁と連携しつつ、「流通業務の総合化及び 促進に関する法 るため、関係省庁と連携しつつ、「流通業務の総合化及び 促進に関する法

効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画の 律に基づく総合効 効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画の 律に基づく総合効

策定について食品流通関係事業者等への普及・啓発を行 率化計画の認定 策定について食品流通関係事業者等への普及・啓発を行 率化計画の認定

い、物流拠点の再編を促進。 件数（農林水産 い、物流拠点の再編を促進。 件数（農林水産

省、経済産業省、 省、経済産業省、

国土交通省の合 国土交通省の合

計）１１０件（２１ 計）１１０件（２１

年） 年）

⑩食品小売業の低コストモデ ○食品小売業において、適正仕入れ等を実現するコスト低 農林水産省 ⑩食品小売業の低コストモデ ○食品小売業において、適正仕入れ等を実現するコスト低 農林水産省コスト縮減ビジネ 食品小売業者に

スモデルの提示 おけるコスト低減ルの普及定着 減のビジネスモデルの実証・普及、消費者への商品情報 ルの普及定着 減のビジネスモデルの実証・普及、消費者への商品情報

（30件（23年度ま の取組の拡大伝達機能の強化を推進。 伝達機能の強化を推進。

で）

※ 強い農業づくり交付金（卸売市場施設整備対策）の配分にあたって、物流の効率化に資する取組の状況を反映。

○ 集出荷コストの縮減

○ 集出荷コストの縮減

⑪共同利用施設の利用料金の ○米等の「大規模乾燥調製貯蔵施設の利用体制の整備に 利用率向上等に 農業協同組合 ⑪共同利用施設の利用料金の ○米等の「大規模乾燥調製貯蔵施設の利用体制の整備に 利用率向上等に 農業協同組合

引下げ等 （再掲） 係る計画」に基づき、既存のサイロ等を活用した施設の更 よる利用料金の 引下げ等 （再掲） 係る計画」に基づき、既存のサイロ等を活用した施設の更 よる利用料金の

新・能力増強による建設コストの縮減や担い手を核とした 引下げ 新・能力増強による建設コストの縮減や担い手を核とした 引下げ

施設利用体制の整備等に取り組み、共同利用施設の利用 施設利用体制の整備等に取り組み、共同利用施設の利用

料金の引下げを実施。 料金の引下げを実施。

○個別施設毎に毎年の利用改善の状況等を把握・指導。 農林水産省 ○個別施設毎に毎年の利用改善の状況等を把握・指導。 農林水産省

⑫段ボールの茶色箱化等によ ○段ボールに占める茶色箱（従来比▲５～▲７％）の普及 53％(16年)→60 全国農業協同組合 ⑫段ボールの茶色箱化等によ ○段ボールに占める茶色箱（従来比▲５～▲７％）の普及 53％(16年)→60 全国農業協同組合

る低コスト化 割合を拡大。 ％(22年) 連合会 る低コスト化 割合を拡大。 ％(22年) 連合会

○段ボール原紙に占める低コスト原紙（従来比▲１～▲５ 35％(16年)→80 全国農業協同組合 ○段ボール原紙に占める低コスト原紙（従来比▲１～▲５ 35％(16年)→80 全国農業協同組合

％）の普及割合を拡大。 ％(22年) 連合会 ％）の普及割合を拡大。 ％(22年) 連合会

○関係団体等の取組のフォローアップと助言・指導を通じ 農林水産省 ○関係団体等の取組のフォローアップと助言・指導を通じ 農林水産省
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た着実な実施を推進。 た着実な実施を推進。

⑬通い容器の普及 （再掲） ○通い容器のメリットについての生産者、卸売業者、小売 通い容器の本格 農林水産省 ⑬通い容器の普及 （再掲） ○通い容器のメリットについての生産者、卸売業者、小売 通い容器の本格 農林水産省

業者等への普及・啓発、卸売市場を中心として通い容器の 的な普及 業者等への普及・啓発、卸売市場を中心として通い容器の 的な普及

円滑な流通を実現するための拠点の確保、通い容器供給 （１７年の普及率 円滑な流通を実現するための拠点の確保、通い容器供給 （１７年の普及率

事業者も含む関係者による取組体制の構築の推進等を通 ３．１％） 事業者も含む関係者による取組体制の構築の推進等を通 ３．１％）

じて、通い容器の利用の拡大を促進。 じて、通い容器の利用の拡大を促進。

⑭実需者のニーズに応じた規 ○実需者が希望する品質・規格・荷姿による出荷が可能な 契約取引の推進 農林水産省 ⑭実需者のニーズに応じた規 ○実需者が希望する品質・規格・荷姿による出荷が可能な 契約取引の推進 農林水産省

格等での野菜の調製・出荷に 契約取引を推進するため、産地と実需者等との情報交換 格等での野菜の調製・出荷に 契約取引を推進するため、産地と実需者等との情報交換

よる低コスト化 の場の設置や農協・農業団体向けに品目別・用途別コスト よる低コスト化 の場の設置や農協・農業団体向けに品目別・用途別コスト

ダウンに係るパンレットを作成・配布。 ダウンに係るパンレットを作成・配布。

○委託販売中心の生産・出荷体制から脱却し、多様な供 生産・出荷体制 農業協同組合 ○委託販売中心の生産・出荷体制から脱却し、多様な供 生産・出荷体制 農業協同組合

給先を開拓するとともに、供給先の要望等に対して柔軟か の整備 給先を開拓するとともに、供給先の要望等に対して柔軟か の整備

つ機動的に対応できる生産・出荷体制を整備。 つ機動的に対応できる生産・出荷体制を整備。

⑮集出荷施設の統廃合等 ○社会経済情勢の変化等により稼働率が低い既存の集出 集出荷施設の統 農林水産省 ⑮集出荷施設の統廃合等 ○社会経済情勢の変化等により稼働率が低い既存の集出 集出荷施設の統 農林水産省

荷施設を統廃合し、大規模集出荷施設に集約させることを 廃合等の誘導 荷施設を統廃合し、大規模集出荷施設に集約させることを 廃合等の誘導

誘導。 誘導。

○「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方 集送乳関連施設 農林水産省 ○「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方 集送乳関連施設 農林水産省

針」に基づいて、集送乳関連施設や食肉処理施設の再編 及び食肉処理施 針」に基づいて、集送乳関連施設や食肉処理施設の再編 及び食肉処理施

整備を推進。 設の再編整備の 整備を推進。 設の再編整備の

推進 推進

○ 多様な流通チャネルの形成 ○ 多様な流通チャネルの形成

⑯食と農の連携強化を通じた ○食品産業と農業の連携の強化による消費者、実需者ニ 農林水産省 ⑯食と農の連携強化を通じた ○食品産業と農業の連携の強化による消費者、実需者ニ 農林水産省食品生産製造等 生産者、食品産

提携事業計画の 業事業者による食料供給コストの縮減 ーズへの的確な対応を図るため、食品産業と農業の安定 食料供給コストの縮減 ーズへの的確な対応を図るため、食品産業と農業の安定

認定件数300件（1 取組の拡大的な取引関係の確立のための施設整備等に係る支援、契 的な取引関係の確立のための施設整備等に係る支援、契

約取引の推進、地域農水産物のブランド化等の推進等を 約取引の推進、地域農水産物のブランド化等の推進等を9年度～23年度）

実施。 実施。

○青果ネットカタログ「ＳＥＩＣＡ」の普及 情報登録数の拡 農林水産省 ○青果ネットカタログ「ＳＥＩＣＡ」の普及 情報登録数の拡 農林水産省

全国の生産者が生産出荷情報をＨＰに登録し、実需者、 大 全国の生産者が生産出荷情報をＨＰに登録し、実需者、 大（5,688（18年４

消費者に提供する青果ネットカタログ「ＳＥＩＣＡ」（※）につ 消費者に提供する青果ネットカタログ「ＳＥＩＣＡ」（※）につ月）→15,000（24

いて、システムの充実や活用方法等の積極的なPRを推進 いて、システムの充実や活用方法等の積極的なPRを推進年度））

し、一層の情報登録、利用の普及を推進。 し、一層の情報登録、利用の普及を推進。

※（財）食品流通構造改善促進機構、（独）農業・食品産業 ※（財）食品流通構造改善促進機構、（独）農業・食品産業

技術総合研究機構 食品総合研究所が開発・運営。 技術総合研究機構 食品総合研究所が開発・運営。

⑰地産地消の推進を通じた食 ○生産者と消費者の顔の見える関係を構築するため、地 地域における地 農林水産省 ⑰地産地消の推進を通じた食 ○生産者と消費者の顔の見える関係を構築するため、地 地域における地 農林水産省

料供給コストの縮減 産地消推進行動計画に基づく地域における地産地消の実 産地消の実践的 料供給コストの縮減 産地消推進行動計画に基づく地域における地産地消の実 産地消の実践的

践的な計画の策定の推進等の取組を通じて、地場農産物 な計画の策定 践的な計画の策定の推進等の取組を通じて、地場農産物 な計画の策定

を提供する直売所や量販店への地場農産物コーナーの設 ９００地区（平成１ を提供する直売所や量販店への地場農産物コーナーの設 ９００地区（平成１

置、学校給食・観光施設等での使用を拡大。 ９年度末まで） 置、学校給食・観光施設等での使用を拡大。 ９年度末まで）
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４ 加工食品の製造・流通、外食段階における食料供給コストの縮減

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 安定的な原料調達、共同購入等による生産性向上

①食と農の連携強化を通じた ○食品産業と農業の連携の強化による消費者、実需者ニ 生産者、食品産 農林水産省

食料供給コストの縮減（再掲） ーズへの的確な対応を図るため、食品産業と農業の安定 業事業者による

的な取引関係の確立のための施設整備等に係る支援、契 取組の拡大

約取引の推進等を実施。

○ 製造工場の再編合理化、設備の近代化等による生産性向上等

②製造工場の再編合理化、近 ○製造工場の再編合理化や経営革新等に向けた食品企業 施設整備等の円 農林水産省

代化等を通じた生産性向上等 が行う施設整備等を支援。 滑な実施

○ ＩＴ化等を通じた物流効率化による流通コストの縮減

③ＥＤＩの導入などＩＴ技術の活 ○関係省庁と連携しつつ、次世代ＥＤＩの普及に向けた標準 電子商取引を実 農林水産省

用（再掲） 化等の取組を推進 施する食品流通

業者等の割合

（３１．８％（１８年

度）→５０．０％（２

３年度））

④通い容器の標準化 ○食品関連事業者が取り組む通い容器の標準化の取組と 通い容器の標準化 農林水産省

連携。

⑤配送の共同化、都市内物流 ○先進事例等の収集、食品関連事業者への情報提供等に 食品関連事業者に 農林水産省

の効率化（再掲） よる事業者の主体的な取組の支援等により、関係省庁と連 よる取組の拡大

携しつつ、配送の共同化等の都市内物流の効率化を推進。

⑥低廉な輸送手段の活用 ○関係省庁と連携しつつ、加工食品輸送のモーダルシフト 加工食品の輸送に 農林水産省

（トラックから鉄道等への転換）を促進。 おける鉄道等の利

用の普及

⑦物流拠点の再編（再掲） ○高速道路、空港、港湾等の周辺といった立地上最適な物 流通業務の総合化 農林水産省

流拠点施設の活用による効率的な流通業務の実現を図る 及び効率化の促進

ため、関係省庁と連携しつつ、「流通業務の総合化及び効 に関する法律に基

率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画の策定 づく総合効率化計

について食品流通関係事業者等への普及・啓発を行い、物 画の認定件数（農

流拠点の再編を促進。 林水産省、経済産

業省、国土交通省

の合計）１１０件（２

１年）



- 11 -

品質や形状等に関する消費者ニーズ等への効率的な対応によるコストの縮減 品質や形状等に関する消費者ニーズ等への効率的な対応によるコストの縮減５ ４

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体 項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 消費者ニーズへの対応 ○ 消費者ニーズへの対応

①消費者が求める規格外品等 ○ 生産者、食品産 農林水産省 ①消費者が求める規格外品等 ○ 生産者、食品産 農林水産省農産物の生鮮販売や加工・業務用途におけるニーズに 食品産業と農業の連携の強化を通じた規格外品等も

の供給拡大 業事業者による の供給拡大 を促進するため、食品産 業事業者による適合した規格での出荷・流通の推進、食と農の連携の強 含むバラ流通、バラ売りの拡大

を促進するため、食品産業と農業の安定的な取引関 取組の拡大 業と農業の安定的な取引関係の確立のための施設整備 取組の拡大化等

係の確立のための施設整備等に係る支援、契約取引の 等に係る支援、契約取引の推進等を実施。

推進等を実施。

地域における地 農林水産省 地域における地 農林水産省

○消費者が求める地域内で生産された農産物の販売拡 産地消の実践的 ○消費者が求める地域内で生産された農産物の販売拡 産地消の実践的

大を促進するため、地産地消推進行動計画に基づく地域 な計画の策定 大を促進するため、地産地消推進行動計画に基づく地域 な計画の策定

における地産地消の実践的な計画の策定を進め、地場 ９００地区（平成１ における地産地消の実践的な計画の策定を進め、地場 ９００地区（平成１

農産物を提供する直売所や量販店への地場農産物コー ９年度末まで） 農産物を提供する直売所や量販店への地場農産物コー ９年度末まで）

ナーの設置、学校給食・観光施設等での使用等を拡大。 ナーの設置、学校給食・観光施設等での使用等を拡大。

②消費者に対する啓発普及等 ○消費者等に対する普及・啓発の実施、消費者への的確 農林水産省 ②消費者に対する啓発普及等 ○消費者等に対する普及・啓発の実施、消費者への的確 農林水産省

な情報提供、消費者 ・生産者間のコミュ な情報提供、消費者・生産者 間のコミュニケー・食品関連事業者 ・流通業者

ニケーションの充実、地産地消、食農連携、直接販売の ションの充実、地産地消、食農連携、直接販売の取組を

取組を強化することにより食品ロスの低減、商品化率の 強化することにより食品ロスの低減、商品化率の向上等

向上等を図るほか、簡易包装化等の取組により食料供給 を図るほか、簡易包装化等の取組により食料供給コスト

コストの増加を抑制。 の増加を抑制。

○ 環境問題への関心の高まりへの対応 ○ 環境問題への関心の高まりへの対応

③食品ロスの発生抑制､処理コ ○卸売市場における低温卸売場の整備を通じたコールド 中央卸売市場に 農林水産省 ③食品ロスの発生抑制､処理コ ○卸売市場における低温卸売場の整備を通じたコールド 中央卸売市場に 農林水産省

ストの削減 チェーンの構築による食品ロスの発生抑制の取組を推 おける低温卸売 ストの削減 チェーンの構築による食品ロスの発生抑制の取組を推 おける低温卸売

進。 場の整備率 進。 場の整備率

９．１％（１７年度） ９．１％（１７年度）

→１１．１％（２１ →１１．１％（２１

年度） 年度）

○平成１８年度が、食品リサイクル法に基づく再生利用等 我が国全体の食 農林水産省 ○平成１８年度が、食品リサイクル法に基づく再生利用等 我が国全体の食 農林水産省

実施率向上の取組の目標年度であることを踏まえ、目標 品循環資源の再 実施率向上の取組の目標年度であることを踏まえ、目標 品循環資源の再

未達成業者の多い小売業、 外食産業を中心に食品関連 生利用等実施率 未達成業者の多い小売業、 外食産業を中心に食品関連 生利用等実施率

事業者等への普及啓発を実施。 ：45％（16年度） 事業者等への普及啓発を実施。 ：45％（16年度）

→52％（18年度） →52％（18年度）

○経済的な食品リサイクルを目指す地域のモデル的な取組 現在のリサイクル 農林水産省

への支援。特に小規模事業者における新たなリサイクルの コストを１０％削減

ビジネスモデルを提示することにより、取組の普及を図る。 現在の焼却処理委

託コストと比較した

負担増１５０％以

内

④容器包装廃棄物の減量化、 ○容器包装リサイクル法の改正に伴い、食品関連事業者 食品関連事業者 農林水産省 ④容器包装廃棄物の減量化、 ○容器包装リサイクル法の改正に伴い、食品関連事業者 食品関連事業者 農林水産省

通い容器への転換による段ボ の容器包装の過剰な使用の抑制などの促進等を内容と （小売業者）にお 通い容器への転換による段ボ の容器包装の過剰な使用の抑制などの促進等を内容と （小売業者）にお

ールの使用削減の促進 する政省令の改正を本年度中に行い、１９年度から２３年 ける排出抑制の ールの使用削減の促進 する政省令の改正を本年度中に行い、１９年度から２３年 ける排出抑制の

度までの５年間にレジ袋等の1割削減を果たすため、食品 取組の拡大 度までの５年間にレジ袋等の1割削減を果たすため、食品 取組の拡大

関連事業者に対し、改正内容の普及啓発を実施。 １８年度中に規定 関連事業者に対し、改正内容の普及啓発を実施。 １８年度中に規定

を整備し、２３年 を整備し、２３年

度までに１割削減 度までに１割削減

○通い容器のメリットについての生産者、卸売業者、小売 通い容器の本格 農林水産省

○通い容器のメリットについての生産者、卸売業者、小売 通い容器の本格 農林水産省 業者等への普及・啓発、卸売市場を中心として通い容器 的な普及

業者等への普及・啓発、卸売市場を中心として通い容器 的な普及 の円滑な流通を実現するための拠点の確保、通い容器 （１７年の普及率
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の円滑な流通を実現するための拠点の確保、通い容器 （１７年の普及率 供給事業者も含む関係者による取組体制の構築の推進 ３．１％）

供給事業者も含む関係者による取組体制の構築の推進 ３．１％） 等を通じて、通い容器の利用の拡大を促進。

等を通じて、通い容器の利用の拡大を促進。



- 13 -

農協の経済事業改革の推進による生産コスト及び流通コストの縮減 農協の経済事業改革の推進による生産コスト及び流通コストの縮減６ ５

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体 項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 生産資材コストの縮減 ○ 生産資材コストの縮減

①生産資材の大口割引の割引 ○大口割引率の拡大、大口ロット条件の向上など、担い手 事業規模を現行 全国農業協同組合 ①生産資材の大口割引の割引 ○大口割引率の拡大、大口ロット条件の向上など、担い手 事業規模を現行 全国農業協同組合

率の拡大など全農による担い 向け価格条件と大型規格商品について次の施策を中心に の10億円強/年相 連合会 率の拡大など全農による担い 向け価格条件と大型規格商品について次の施策を中心に の10億円強/年相 連合会

手への生産資材の価格還元 拡充。 当を19年度から 手への生産資材の価格還元 拡充。 当を19年度から

①肥料農薬の既存大口設定奨励措置（割引率等）の拡 の5年間で120～1 ①肥料農薬の既存大口設定奨励措置（割引率等）の拡 の5年間で120～1

大 60億円相当へ 大 60億円相当へ

②新規対象品目（営農用燃料等）の選定と価格条件、奨 ②新規対象品目（営農用燃料等）の選定と価格条件、奨

励措置の設定 励措置の設定

③輸入高度化成肥料の港湾・倉庫等からの直行条件、 ③輸入高度化成肥料の港湾・倉庫等からの直行条件、

自己取り条件の充実 自己取り条件の充実

④農薬大型規格商品の拡大 （現行17品目を20 ④農薬大型規格商品の拡大 （現行17品目を20

年度40品目） 年度40品目）

⑤担い手向け輸入農機、独自型式農機の取扱 ⑤担い手向け輸入農機、独自型式農機の取扱

なお、１８年度から前倒しができるものは、前倒しで実施。 なお、１８年度から前倒しができるものは、前倒しで実施。

○各都道府県ごとに担い手対応強化施策を策定。 全国農業協同組合 ○各都道府県ごとに担い手対応強化施策を策定。 全国農業協同組合

担い手に出向く営農指導体制の整備、農協営農経済渉 中央会、農業協同 担い手に出向く営農指導体制の整備、農協営農経済渉 中央会、農業協同

外担当者の設置拡大などを実施。 組合 外担当者の設置拡大などを実施。 組合

②高度化成肥料、ＢＢ肥料、農 ○生産資材コスト低減推進本部を設立し、これまでの取組 全国農業協同組合 ②高度化成肥料、ＢＢ肥料、農 ○生産資材コスト低減推進本部を設立し、これまでの取組 全国農業協同組合

薬大型規格品、低コスト支援 を総括した上で、「生産資材コスト低減チャレンジプラン」を 連合会 薬大型規格品、低コスト支援 を総括した上で、「生産資材コスト低減チャレンジプラン」を 連合会

農機の普及拡大 策定。 農機の普及拡大 策定。

※「生産資材コスト低減チャレンジプラン」２１年度の到達 ※「生産資材コスト低減チャレンジプラン」２１年度の到達

目標の例 目標の例

・全農の取扱高度化成肥料に占める輸入高度化成肥料 36%（16肥料年度） ・全農の取扱高度化成肥料に占める輸入高度化成肥料 36%（16肥料年度）

の普及率 →43%（21肥料年 の普及率 →43%（21肥料年

度 度

・全農の取扱高度複合肥料に占めるＢＢ肥料の割合 25%（16肥料年度） ・全農の取扱高度複合肥料に占めるＢＢ肥料の割合 25%（16肥料年度）

→28%（21肥料年 →28%（21肥料年

度） 度）

・全農の農薬大型規格品の品目数 17品目（16農薬 ・全農の農薬大型規格品の品目数 17品目（16農薬

年度）→40品目（2 年度）→40品目（2

1農薬年度） 1農薬年度）

・低コスト支援農機の導入率 62%（16年度）→7 ・低コスト支援農機の導入率 62%（16年度）→7

2%（21年度） 2%（21年度）

○県別プランの策定と推進。 全国農業協同組合 ○県別プランの策定と推進。 全国農業協同組合

連合会 連合会

○農協版の生産コスト低減プランを作成し､具体的取組を推進。 農業協同組合 ○農協版の生産コスト低減プランを作成し､具体的取組を推進。 農業協同組合

③肥料農薬等の生産資材につ ○肥料農薬等の生産資材について、次の手順で手数料の 16年度手数料290 全国農業協同組合 ③肥料農薬等の生産資材につ ○肥料農薬等の生産資材について、次の手順で手数料の 16年度手数料290 全国農業協同組合

いて、全農の手数料を引下げ 引下げを行うとともに、全国・県本部の手数料を一本化。 億円を基準とし 連合会 いて、全農の手数料を引下げ 引下げを行うとともに、全国・県本部の手数料を一本化。 億円を基準とし 連合会

（19年度から） て、18年度18億 （19年度から） て、18年度18億

①生産資材コスト低減推進本部を設立し、これまでの取 円削減、19年度 ①生産資材コスト低減推進本部を設立し、これまでの取 円削減、19年度

組を総括した上で、新たに「生産資材コスト低減チャレ 累計 2 7 億円削 組を総括した上で、新たに「生産資材コスト低減チャレ 累計 2 7 億円削

ンジプラン」を策定 減、20年度以降 ンジプラン」を策定 減、20年度以降

②県別・農協別プランの策定と推進 累計36億円削減 ②県別・農協別プランの策定と推進 累計36億円削減

③手数料の実態調査と引下げの検討 ③手数料の実態調査と引下げの検討
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④配合飼料の製造の合理化等 ○地域ブロック別飼料会社の更なる広域化、工場の統廃 6社→3社（21年） 全国農業協同組合 ④配合飼料の製造の合理化等 ○地域ブロック別飼料会社の更なる広域化、工場の統廃 6社→3社（21年） 全国農業協同組合

合等の合理化を推進。（飼料会社１社当たりの供給量を拡 地域飼料会社 連合会 合等の合理化を推進。（飼料会社１社当たりの供給量を拡 地域飼料会社 連合会

大） の広域合併を推 大） の広域合併を推

進し、飼料会社 進し、飼料会社

１社当たりの供 １社当たりの供

給量200万トン 給量200万トン

以上を目指す。 以上を目指す。

⑤肥料農薬などについて、農 ○肥料農薬などについて、次の手順で広域物流成功事例 １６年度推定１,２ 全国農業協同組合 ⑤肥料農薬などについて、農 ○肥料農薬などについて、次の手順で広域物流成功事例 １６年度推定１,２ 全国農業協同組合

協グループを通じた物流コスト を普及し、農協グループを通じた物流コストを削減。 ００億円を１７年 連合会・農業協同 協グループを通じた物流コスト を普及し、農協グループを通じた物流コストを削減。 ００億円を１７年 連合会・農業協同

削減 ①県域マスタープランに基づく農協への推進 度９２億円削減、 組合・農業協同組 削減 ①県域マスタープランに基づく農協への推進 度９２億円削減、 組合・農業協同組

②広域物流実施農協の拡大（年間計画の策定と４半期 ２０年度１６０億円 合中央会 ②広域物流実施農協の拡大（年間計画の策定と４半期 ２０年度１６０億円 合中央会

ごとの進捗管理） 削減 ごとの進捗管理） 削減

③農協物流コスト削減目標・行動計画の策定と進捗管理 ③農協物流コスト削減目標・行動計画の策定と進捗管理

○ 農産物流通コストの低減 ○ 農産物流通コストの低減

⑥米穀の流通コストの削減 【流通コストの削減】 ⑥米穀の流通コストの削減 【流通コストの削減】

○米穀の流通コストを削減。 米穀の現行60kg 全国農業協同組合 ○米穀の流通コストを削減。 米穀の現行60kg 全国農業協同組合

①各県の共計費用・流通コストの実態調査 あたり3,000円程 連合会 ①各県の共計費用・流通コストの実態調査 あたり3,000円程 連合会

②県ごとに各費用項目の削減目標の設定・公表 度の流通コスト ②県ごとに各費用項目の削減目標の設定・公表 度の流通コスト

削減目標として、現行600円程度／60 kgの販売対策 を、2,000円以内 削減目標として、現行600円程度／60 kgの販売対策 を、2,000円以内

費の18年産からの廃止と運賃の徹底した削減 の可能な限り低 費の18年産からの廃止と運賃の徹底した削減 の可能な限り低

い水準に削減。 い水準に削減。

（20年産までに） （20年産までに）

○市場連動型の運賃とその決定の透明性を確保する仕組 全国農業協同組合 ○市場連動型の運賃とその決定の透明性を確保する仕組 全国農業協同組合

みを導入し、農産物の物流コストを削減。（18年度から） 連合会 みを導入し、農産物の物流コストを削減。（18年度から） 連合会

【手数料の見直し】 【手数料の見直し】

○全農と経済連が統合した府県では農協ごとの米穀手数 全国農業協同組合 ○全農と経済連が統合した府県では農協ごとの米穀手数 全国農業協同組合

料設定基準を全国一本化し、平均水準の10％削減と稲作 連合会 料設定基準を全国一本化し、平均水準の10％削減と稲作 連合会

所得基盤確保対策等の事務手数料（現行30円程度/60kg） 所得基盤確保対策等の事務手数料（現行30円程度/60kg）

の廃止（19年度から）。 の廃止（19年度から）。

○ 農林水産省による指導等 ○ 農林水産省による指導等

⑦農林水産省による指導等 ○全農に対しては、業務改善命令（17年10月13日）におい 農林水産省 ⑦農林水産省による指導等 ○全農に対しては、業務改善命令（17年10月13日）におい 農林水産省

て、「改善計画」（17年12月8日策定）の実行を求めていると て、「改善計画」（17年12月8日策定）の実行を求めていると

ころであり、同命令に基づき「改善計画」の進捗状況を監 ころであり、同命令に基づき「改善計画」の進捗状況を監

視し、その実行が担保されるよう指導。 視し、その実行が担保されるよう指導。

○また、全中等による農協の経済事業改革の指導など、 ○また、全中等による農協の経済事業改革の指導など、

農協系統自らが行う農協の経済事業改革を促進。 農協系統自らが行う農協の経済事業改革を促進。
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７ 水産物の食料供給コストの縮減

項 目 取組内容・課題 取組目標 取組主体

○ 漁業生産資材費の低減

①漁業生産資材の生産・流通 ○漁船、漁具、燃油等の漁業生産資材費を低減させるた 漁協系統団体に 農林水産省、全国

・利用の合理化 め、漁協系統を始めとする関係者による漁業生産資材の おける購買事業 漁業協同組合連合

生産・流通・利用の合理化に向けた行動計画の策定及び の改革・合理化 会、都道府県漁業

公表を促す。 のための行動計 協同組合連合会等

画の策定を促進

（１９年度）。

行動計画の進捗

状況を把握の

上、適切な実施

を促進（２０年度

以降）

○漁業経営に影響を与える燃油価格の高騰に対応し、流通 燃油供給コストの 農林水産省、全国

の効率化により、燃油供給コストを縮減する。 縮減 漁業協同組合連合

会、都道府県漁業

協同組合連合会､

漁業協同組合等、

石油元売業者

②技術開発等による生産コス ○漁業経営に影響を与える燃油価格の高騰に対応し、省エ 漁業経営コストの 農林水産省、（独）

トの縮減 ネルギーや省人・省力化による漁業の合理化を促進する。 縮減 水産総合研究セン

ター

○地域・グループごとに官民連携のプロジェクトを立ち上 農林水産省、漁業

げ、収益性向上に繋がる新操業体制への転換、リース事業 ２３年度までに５０ 協同組合等

による漁船更新の促進、低コスト生産への転換に資する漁 件以上のプロジェ

船・船団構成のスリム化・合理化の促進を集中的に実施す クトを実施

る。

○ 水産物流通コストの縮減

①流通拠点の整備 ○「水産物産地市場の統合及び経営合理化に関する方 １８年度に８１５の 農林水産省、都道

針」（水産庁長官通達）について、産地市場と消費地市場 水産物産地市場 府県

の垂直統合等多様な取組の必要性、買参権の開放の重 を２２年度までに

要性を追加し、地域や取引魚種の特性に応じた産地市場 ５００に統合

の再編を進める。

○産地市場の開設者又は卸売業者が、市場統廃合かつ ２１年度までに全 農林水産省

買参権開放に取り組むための産地取引の実証試験、電子 国で概ね１０地域

商取引システムの開発等の条件整備を行う場合に支援を を対象に産地市場

行う。 統廃合を伴うコスト

削減の実証試験を

実施

農林水産省

○相当程度の取扱量・金額規模の産地市場を有する地域

を対象として、高度な衛生管理に対応した流通施設の整備

を重点的に実施。

農林水産省

○水産業協同組合が、統廃合市場かつ買参権開放市場 ２１年度までに漁
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で、自ら買参権を持って水産物を買い取り、販売する場合 業者団体等と最終

に、重点的に水産物の保管・出荷経費の支援を行う。 実需者との直接取

引に対する支援を

全国で概ね２０地

域を対象に実施

②多様な流通経路の構築 ○地域の水産物を活用した新商品の開発・サービスの提 ２１年度までに全 農林水産省

供や、新たな流通経路の構築を支援する。 国で概ね１０地域

を対象に新たなビ

ジネスモデルの実

証試験を実施

○需要者との間で、予め規格、価格を設定するなど安定的 農林水産省

な取引を行う水産業協同組合に対し、水産物の保管・出荷

経費を支援する。


